
平成 22年度第 6回岩手県大規模事業評価専門委員会

目 時 平成 22年 10月 25日 (月)10:00-16:00

場 所 〔こ03≡.0.0～～1162=:.0.0 .lfR%fBif器 ,冒 .791112:b設芸:'≡芸芸 岡市)〕

次 第

1 開 会

2 あいさつ

森杉専門委員長

3 議 事

(1)大規模公共事業の再評価について
やながわ

･薬用ダム建設事業
やながわ

･築川道路道路改築事業
やながわ

･築川地区緊急地方道路整備事業

(2)その他

4 閉 会



平成 22年度第 6回岩手県大規模事業評価専門委員会 座席表

日 時 :平成 22年 10月 25日 (月)10:00-12:00

場 所 :岩手県庁 12階 特別会議室
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平成 22年度第 6回大規模事業評価専門委員会

配付資料一覧

○資料 No.1 諮問書 (大規模事業評価について)の写

(1)大規模公共事業の再評価について
やながわ

○資料No.2 築川ダム建設事業 再評価関係資料
やながわ

○資料No.3 築川道路道路改築事業 再評価関係資料
やながわ

○資料恥.4 粂川地区緊急地方道路整備事業 再評価関係資料

○資料No.5 現地調査資料

(2)その他

〔参考資料〕

参考資料No.1 ダム事業の検証に係 る検討について (要請文書の写)

参考資料No.2 平成 22年度大規模事業評価専門委員会の審議スケジュールについて

参考資料No.3 大規模公共事業の再評価に係 る評価基準
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政 推 第 255 号

平成 22年 10月 4日

岩手県知事 達 領 拓 也

岩手県政策評価委員会

委員長 三 輪 式 様

大規模事業評価について (諮問)

政策等の評価に関する条例 (平成 15年岩手県姦例第 60号)第 10条第 1項の

規定に基づき､別紙甲大規模公共事業に係 る再評価について意見を聴きたいの

で､評価詞書を付 して諮問 します｡

※評価調書は省略



(別紙)

大 規 模 公 共 事 業 再 評 価 対 象 事 業 - 覧 表

着手年度 完了予定年度 総事業費(百万円)

1. 県土整備部･河川蔑 郡 毎 ム建設事業 盛岡市 H4 ll32 53,000 ⑤随時再評価

2 県土豊備部道路建設課 好 機 露 道路改築事業 盛岡市 tis H24 15,000 ⑤随時再評価

3 県土整備部道路建設言羅 欝侮 短区緊急地方道路整備事業 準同市 H14 H26 2,560 ㊨随時再評価

※再評価の要件 :

① 事衆に着手した年度から起算して5年度内に未着工の審莱

② 事葉に着手した年度から起算して 10年度内に完了が見込まれない事果

@ 再評価を行った年度の翌年度から起算して5年度又は10年度内に完了する見込みがない事業 (再々評価､再々々々評価)

⑧ 草葉の準備又は実施計画に係る調査に賓する費用が予算に計上された年度から起算して5年度内に事業に著手する見込みがな
い等菜 (地域高親格道路及びダム事業に限る)

⑤ 社会経済情勢の急激な変化､宰莱計画の重車な変更等により､再評価を実施する必要があると判断した事業 (随時再評価)



やながわ

梁川ダム建設事業 再評価関係資料

1 大規模公共事業 再評価調書の概要

2 大規模公共事業 再評価調書等

岩手県 県土整備部



大規模公共事業再評価調書の概要

(築川ダム建設事業)

担当部課 :県土整備部河川課

1 事業概要 (河川名 :一級河川北上川水系粂川､所在市町村 :盛岡市)

○事業目的 :築川は､盛岡市の市街地東部を貫流する河川であり､断面が狭小なため洪水被害を受けて

おり､特にも昭和 22年､23年のカスリン台風､アイオン台風により甚大な被害が生じている｡近年

においても平成 2年､14年等の豪雨により沿川の家屋や農地､道路等が冠水し､堤防等に被害を受け

てきた｡また､築川は古くから沿川のかんがい用水や水道水として広く利用されており､盛岡市及び

矢巾町の水道水の安定した水源の確保､並びに流水の正常な機能の維持が必要となっている｡このた

め本事業により多目的ダムを築造するものである｡

･洪水調節 (ダム地点の計画高水流量 580m3/Sのうち480m3/Sの洪水調節)

･流水の正常な機能の維持 (既得用水の補給を行う等､流水の正常な機能の維持と増進を図る｡)

･水道用水の確保 (盛岡市､矢巾町に対し水道用水として新たに5,000m3/日の取水を可能とするO)
I

O事業内容 :重力式コンクリー トダム (ダム高81.3-77.2m､堤頂長 289,0-241.0m､堤体積 345,000

-207,000m3､総貯水容量 17,400,000-19,100,000m3)
付替道路 (国道 106号 6.7km､主要地方道盛岡大迫東和線 4.9km)

○事業期間 :平成4年度 ～ 平成 32年度 (前回再評価時 :平成4年度 ～ 平成 28年度)

○総事業費 : 53,000百万円 (前回再評価時 :53,000百万円)

(平成 22年度までの投資額 28,157百万円､進捗率 53.1%)

2 事業の進捗状況等

○ダム建設に伴う道路の付替工事は平成 8年度から着手している｡国道 106号は県の沿岸部と内陸部を

結ぶ重要な幹線道路であり､平成 7年度に指定された地域高規格道路 ｢宮古盛岡横断道路｣の一部で

ある ｢築川道路｣は平成 24年度の供用開始を目指している｡また主要地方道盛岡大迫東和線について

も平成 24年度に部分供用開始 (全線供用平成 26年度予定)を目指している｡

○ダム湛水区域の用地補償については､約 92.20/.が用地取得済みであるOなお､残る一部については交

渉中であるが､不測の日数を要している｡

○国土交通省の ｢新たな基準に沿った検証｣の対象とするダム事業に区分されたため､検証をする間は

新たな段階-進む予算が国から配分されないことから､事業の進捗に遅れが生じている｡

○上記 2項目の理由から､完成年度が前回再評価時の平成 28年度から平成 32年度に遅れる見込みであ

る｡

○平成 18年度に基礎地盤の地質調査等を実施し､技術的な検討を加えた結果､ダムの建設位置を約 40

m上流に変更したことにより事業内容が変更となっているが､整備によって得られる効果については

変更がない｡

3 社会経済情勢等の変化

○平成 2年､14年等の豪雨により沿川の家屋や農地､道路等が冠水し､堤防等に被害を受けており､地

域住民から早期完成が望まれている｡

○平成 20年 3月に盛岡東圏域河川整備計画を策定し､築川の治水安全度を 1/100に定め､｢ダム+河川

改修｣による整備計画としている｡

○平成 21年 12月に国土交通省では､｢できるだけダムにたよらない治水｣-の政策転換を進めるとの考

えに基づき､｢今後の治水対策のあり方に関する有識者会議｣を設置した｡当会議において9月に公表

された中間とりまとめ等を踏まえて､国土交通大臣から検証を行 うよう要請があったことから､今後

築川ダムの検証を行う予定としている｡

○平成 21年 11月に 『粂川ダムと自然を考える市民ネットワーク』から､事業の見直しを求める ｢築川

ダム建設事業について｣等の申し入れ書を受けている｡
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O ｢治水経済調査マニュアル(莱)平成 17年 4月国土交通省河川局｣に基づき､今回の再評価時における

費用便益比(B/C)を算定した結果は､｢1.3｣である｡

○岩手県自然環境保全指針による保全区分は､A,B及びDランクである｡

4 コス ト縮減対策及び代替案

○付替国道 ･県道及び林道計画の見直し､建設発生土受入地の見直しなどによりコス ト縮減を行ってい

るが､今後予定しているダム本体詳細設計等で更なるコス ト縮減に努めるものとする｡

○代替案としては､｢河川改修単独案｣､｢放水路 トンネル+河川改修案工 ｢宅地嵩上げ+河川改修案｣等

を比較した結果､｢ダム+河川改修案｣が社会面や自然環境等-の影響が小さく､かつ経済的であるこ

となど､総合的に判断して最も有利である｡

5 総合評価

O ｢事業の進捗状況等｣については､完成年度が4年遅れる見込みであるが､大幅な ｢事業計画の変更｣

がなく順調に進捗している｡

○総合評価は当該事業のあり方について議論があるため ｢要検討｣となる｡検討の結果､地域住民から

は､治水はもとより利水においても早急な対策が強く要望されていることから､県の対応方針を ｢事

業継続｣とする｡
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様式 5
大規模公共事業 再評価調書

H22年10月1日作成

事業名 *,"ダム建設事業 ー⑳ 単独f担当部課名 県土整備部河川課

路線名等 い-完 蒜 蒜 言蒜 蒜 がわ I 地区名 t 遺品 ,blT詣 I 市町村 t 盛岡市

辛 〔事業根拠法令等 :河川法第9条〕

(1)事業目的

○解決すべき課題
粂川は､盛岡市の市街地東部を貫流する河川であり､断面が狭小なため洪水被害を受けてお り､特に

も昭和22年､23年のカスリン台風､アイオン台風により甚大な被害が生じているo近年においても平成2
年､14年等の豪雨により沿川の家屋や農地､道路等が冠水 し､堤防等に被害を受けてきたOまた､桑川は
古くから沿川のかんがい用水や水道水として広く利用されており､盛岡市及び矢巾町の水道水の安定し
た水源の確保､並びに流水の正常な機能の維持が必要 となっている○
○整備によって得られる効果
･洪水調節 (ダム地点の計画高水流量580m3/Sのうち､480m3/Sの洪水調節を行 う.)
･流水の正常な機能の維持(既得用水の補給を行 う等､流水の正常な機能の維持と増進を図るo)
･水道用水の確保 (盛岡市､矢巾町に対し新たに5,000m3/日の取水を可能とする.)

(2)事業内容

.義 重力式コンクリー トダム :ダム高77.2m､堤頂長241.0m､堤体積207,000m5,総貯水容量19,100千m3付替道路 :国道106号6.7km､主要地方道盛岡大迫東和線4.9km

概 (3)塵備 目標等
治水安全度1/100〔治水基準点 粂川橋〕

要 事業着手 くS62実施計画調査)H4(建設採択) 嘉業計雷 H4 - :2382 芸≡書芸;:芸…芸芸芸芸冨 望讐 H8年度 妄葦 H10年度
H18 (当初全体計画期間)

辛 当初計画総事業費･(H3年) 前回再評価時総事業費 今回再評価時総事業費(H22年)A 辛 . 業 費 の 状 況 〔百万円〕S62年～ H21年 H22年 投督事業費 進捗率

莱費 (うち用地費) (うち用地費) (うち用地費)B H20年 C D E-ら+C+D 財 源 F-E/A

34,000.0 53,000.0 53,000.0 25,862.4 1,200.0 1,094.7 28,157.1 国庫 14,342.2県 11,705.9他 12,,109.0 53.1%
(3,610.0)(9,445.0)_(9,445.0) (6,678.9) .(395.5) (478_3) (7,552_7)

辛 (1)事業の進捗状況

ア 整備効果の発現状況

国道106号については築川ダムの付替道路として､全線完成後に供用予定であり､主要地方道盛岡大迫
東和線については平成24年に部分供用予定であるため､現時点で供用開始区間はなく､.整備効果の発現
はない○

イ 未着工及び工事遅延等の理由並びに解決の見通 し

莱 ･ダム湛フ水区域の用地補償については､約92.2%が用地取得済みである.なお､残る一部については交渉中であるが､不測の日数を要している○

の ･国土交通省の ｢新たな基準に沿った検証｣の対象とするダム事業に区分されたため､ 証をする間は新た_な段階-進む予算が国から配分されないことから､事業の進捗に遅れが生じているo

進 ○中項目評価は､完成年度が前回再評価時事業計画期間より4年遅れる見込みであるが､今後は計画どおり

捗 進捗が見込まれるため ｢bJとしたO 卜 中項 目評価 la .rbー c l
(2)事業計画の変更の有無及び内容 ､ー̀′

状 基礎地盤の地質調査等を実施 し､技術的な検討を加えた結果､ダムの建設位置を約40m上流に変更するこ
とが経済的に有利なことから､以下のとおり変更した○ただし 前述のとお~り､ダム本体め詳細設計等が実

況 施で ヽ･きない状況にあるため､経済的に有利 となった結果を現時点では総事業費に反映できていない○
ダム高81.3m-77.2m (△4.1m) 堤頂長289.0m-241,0m(△48.0m) 堤体積345000m3-207000m3(△

等 ヽ ク }138,000m3)､総貯水容量17, 4 00千m3-19,100千m3(1,700千m3)

○申項目評価は､ダム規模の変更はあるが､事業目的である多 l 中項 目評価 la .(bー1′c l
目的ダムに変更がないため ｢b｣とした0 ､ - ′
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社 (1)事業に関する社会経済情勢

ア 全国の状況
･平成21年12月に国土交通省では､ ｢できるだけダムにたよらない治水｣-の政策転換を進めるとの考
えに基づき､ ｢今後の治水対策のあ~り方に関する有識者会議｣を設置した○当会議において9月に公表さ
れた中間とりまとめ等を踏まえて､国土交通大臣から検証を行 うよう要請があったことから､今後築川
ダムの検証を行 う予定としているo

イ 本県内の状況

･平成19年9月洪水では北上ノlにおいてカスリン台風に次ぐ水位を記録 し､死者2名をはじめとして県全

砂鉄川 (一関市)など､大規模な浸水被害が各地で発生していることから､県民の治水事業に対する関

心は以前 として高 く､県 として着実に治水対策を行っていく必琴があるO

ウ 施工地域における状況

･平成2年､14年等の豪雨により沿川の家屋や農地､道路等が冠永 し､堤防等に被害を受けているoまた
盛岡市から､毎年､築川ダムの建設促進に関する要望を受けている-o
･平成21年11月に 『薬用ダムと自然を考える市民ネ ットワーク』から事業の見直 しを求める｢築川ダム建
設事業について｣の申し入れ書を､平成21年12月に日本共産党岩手県委員会か ら ｢2010年度岩手県予算
に関する申し入れ｣等を受けているo

(参考)予算の動向
国土交通省からの平成22年度予算配分額で県内のダム建設に係る事業費の対前年比は0.67であり､本

A / 事業の予算は1,094,660千円であるo

つて経 ○中項目評価は､当該事業のあり方についての議論があるため ｢G｣とした○ 〈l 中項 目評価 Ia . b .(C】 l

演悼勢等の変化 (2)事業に関する評価指標の推移 〉

評価指標 配点 備 考

必要悼 袷水 被害軽減額 10 10"'('472億■円T'' 10■Tr'-2.i-2.借間)' 10てi""4'6-4l借Pn'0

氾濫区域内人口 10 _10 10 10 05.9 _6.3 6.3

氾濫区嘩内資産額 10 10Ti';''4:5'5億'Fin■-̀t■ 10"Cff:''g5'5篠腎)"'l 10■Tg,''-4'Zテ償-Fq')■" 0

刺水 不特定容量 5 5-指~̀■716-6-干芯r 5''葎"'6-616l干謂)'l一5'■招"6'bl'dl干謂r 0新規利水容量 5 15'招l:'g6'6'苧芯r 1""(l416'6芋●i都"I 1l"''('AI6rb"f'iL3T'■ 0

重要催 総合計画上位置付け 5 5(あり) 5(あり) 5(あり) 0

緊急悼 袷水過去10年間の水害被害実績 5 3■てlil."6-5■貰PJ)" 3''''(4::"5'5'腎門')"I 3'て4 l:了5'%'円●)"I 0

過去10年間の被災回数 3 2"…̀C2同Tl'̀■"I 2■■'■̀…‥C2同丁■"'." .2A"'……C2同rM"''0
流下能力比 2 2''''(l5'O'oXo兼滞)■■" 2'"-I('516'yo未満)…' 2'…r('SI6loX未満T~''0

-刺水 逼迫年数 5 3.て1"0'牢'L;HIIT'' 3''n''6'牢欝二E)'■̀. 3I-Ci"6'牢欝工T''0

効率悼 袷水 費用便益(B/C), 20 14."''r"てi'':'3T"■''"二.＼14■̀""■てi''r4T■'"" 14'"■■■"('i':‥3)."'"" 0刺水 開発単価 5 5 1 1■'('516'b'襟首55R'工l)A-0(100億円未満)(300億円以上)

熟度 地元の協力度10 10■て至苛菅成)I" 10"I(至苛驚琵)I-' 10,■て至苛驚戎).T'0_事業区分 2 2て啓設深下瞥)…■ 2"博設設1曙)"I- 2'でqf'設段階)'̀" 0
用地補償 3 0 2 2 0(補償基準交渉中) (補償基準妥結済) (補償基準妥結済)

計 ~100 86. 80 80 0 (今回評価時/前回評価時)loo‰計 ~100 86. 80 80 0 (今回評価時/前回評価時)loo‰
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社.Aコ言経 ○ 費用便益分析 (秦)

費用便益分析手法:治水経済調査マニュアル(塞)平成17年4月国土交通省河ノ局 ''立. 万円

(治水分のみ)

○(3 区 分 事業着手時 前回再評価時 今回再評価時 l合に騒音を

(基準年 :平成3年度) (基準年 :平成17年度) (基準年 :平成22年度)

費用_項目 ①建設費 ll,892 29,124 33,411

(塾維持管理費 707 828 860

③総費用 (C) Q)+② 12,599 29,952 34,271

倭益項目 ④被害軽減の便益 15,996 42,114 44,583

(9残存価値 446 526 583

(釘総便益 (B) 毎)+(封 16,442 42,640 45,166

費用便益比 (B/C) 1.3 1ー4 1.3

※費用便益分析において地域特性等考慮すべき特記事項
特になLo

関連する開発プロジェク ト等の状況 -

顔 ･一般国道106号粂川道路道路改築事業 (付替道路)H8-H24年度
･主要地方道盛岡大迫東和線緊急地方道路整備事業 (付替道路)H14-H26年度

悼勢 ･-般国道106号都南川 目道路道路改築事業 (国土交通省)H9-H35年度 〈
○中項目評価は､各評価指標の評点の合計が事業着手時の90% ー 中項目評価 (.la】.b .C
以上であることから ｢a｣.とした0 ､一

等 自然環境等の状況及び環境配慮事項

の変化 ア動植物､地形.地質､歴史文化､景観等の状況及び岩手県自然環境保全指針による保全区分

･岩手県自-然環境保全指針による保全区分 I A､B､D l

:霊/i芸完琵 霊霊芝芸霊無 E窒∃

イ 環境配慮事項及び環境等-の配慮に要する事業費

･築川ダム周辺環境検討専門委員会-付議 している

①主な助言内容
･施工前に､施工区域内に確認された希少野生植物につい七､生育に適した場所に移植を行 うことO
･移植 した希少野生植物については､移植後､数年間は生育状況を確認し､順､調に生育していない場
は､適切な対応をとること○
'工事にあたつては､猛禽類を刺激 しないようにす るため､騒音対策を行うこと○
②対応状況
･猛禽類の営巣地近傍に計画 していた付替道路のルー ト変更､ トンネル工事における発破等の振動 .
軽減するための防音扉の設置､付替道路区域内の希少植物の移植､付替道路工事に係るエコロー ド化 (小動
物の斜路付き側溝設置等)等を実施している○

≪環境等-の配慮に要する経費≫ ○中項目評価は､自然環境保全指針の ｢優れた自
･環境調査等 (約99,300千円) 然｣の保全区分毎の保全区分に沿って積極的な対応
,.斜路付き側溝等設置 (約5,300千円) をしていることから ｢a｣としたo

合計 約104,600千円 l 中項目評即 百 一 b .-c l
○中項目評価が ｢C｣ ｢a｣ ｢a｣であることから､ )
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の
可
能
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(1)コス ト縮減対策の実施状況及び今後の可能性
･付替国道 :新技術の採用による縮減額 約6億円
･付替県道 :トンネル-のルー ト変更や歩道の見直しなどによる縮減額 約26億円
･付替林道 :貯水池周回方式から差込などに変更したことによる縮減額 約17億円
･建設発生残土 :林道計画などに変更による縮減額 約17億円
･ダム高の変更による縮減額(詳細設計が未了) 金額未定

合計 約66億円

(2)代替案立案の可能性
(∋代替案 として考えられる他の事業手法 ･工法の比較検討結果

現計画の ｢ダム+河川改修案｣の他､ ｢河川改修単独案｣､ ｢放水路 トンネル+河川改修案｣､ ｢宅地
嵩上げ+河川改修｣の3案が考えられるが､社会面や自然環境-の影響が小さくかつ経済的であることな
ど総合的に判断して最も有利な現計画が適当であると判断した｡
②今後における代替案立案の可能性

現時点で予想 される今後の変化はないため､代替案立案の可能性はない｡

(1)総合評価

総合評価
(対応方針案)

事業継続 要 検討 ･ 中 止

(事業名)築川ダム建設事業

着手年度 完了予定年度 事業費(百万円) 投資事業費(百万円) 進捗率(%) (1)事業進捗状況 (2)社会蓮済情勢参考
BB 進捗状況計画変更 ち 社会経済評価指標自然環評点B/C

○総合評価に係るコメン ト

①再評価の総括
｢事業の進捗状況等｣に関する評価が ｢BB｣､ ｢社会経済情勢等の変化｣に関する評価が ｢B｣であるこ
とから､ ｢要検討｣と評価したものである｡

②対応方針案を ｢要検討(事業継続)｣とした理由
粂川の治水安全度向上のため､早期かつ効果的に洪水調節効果が発現できるダム事業を進める必要があ

る｡
｢事業の進捗状況等｣については､国土交通省の ｢新たな基準に沿った検証｣の対象 とするダム事業に区

分されたため､検証をする間は新たな段階-進む予算が国から配分されないこと等から､事業の進捗が4年
遅れる見込みであるが､大幅な ｢事業計画の変更｣はなく順調に進捗している｡

｢社会経済情勢等の変化｣については､全国や施工地域において当該事業のあり方についての議論はある
が､近年､粂川沿川の市街地化が著しく進んだことに伴い､洪水被害は増加の傾向にあり､沿川の住民から
は抜本的な治水対策を強く要望されていることから､ ｢事業継続｣と評価 したものである｡

※評価対象事業の位置図､計画平面図､標準横断図等を添付のこと｡
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様式 5
大規模公共事業 再評価調書 (付表)

粂川ダム建設事業 担当部課名 県土整備部河川課

路線名等
いっきゆうかせんきたかみがわすいけいやながわ

一級河川北上川水系粂川

もりおかしかわめ

盛岡市川目

1現在までの事業の経緯等

昭和62年度
平成 4年度
平成 8年度
平成10年度
平成13年度
平成15年度
平成16年度
平成17年度
平成19年度

国庫補助による実施計画調査ダムとして採択
建設事業として採択
湛水区域における補償基準妥結調印
湛水区域の集団移転の完了､付替国道工事着手 (工事用道路)
付替県道工事着手
発電の参加取 りやめ
水道用水の計画変更､かんがい用水の参加取 りやめ､流水の正常な機能の維持の計画変更
大規模事業評価 【要検討(見直し継続)】※付帯意見あり
粂川を含む盛岡東圏域河川整備計画の認可

平成21年度 国土交通省より､検証対象ダムに区分される｡

2 前回再評価時(H17)の付帯意見-の対応状況

治水計画の基本となる基本高水流量について､流域住民等の理解をさらに得るよう精査を行い､その結果を専
門委員会に報告すること｡(平成18年度第4回大規模事業評価専門委員会審議済み)
･河川工学の専門家(首藤伸夫 日本大学大学院総合科学研究科教授(当時)､堺茂樹岩手大学工学部社会環

境工学科教授)の指導を得ながら､平成17年11月に発刊された｢国土交通省河川砂防技術基準･同解説｣に示さ
れている複数の手法等で､設定されている基本高水流量について精査を行った｡
･流域住民等の理解をさらに得るために､平成19年3月30日に第10回築川流域懇談会を開催し､概ね理解を得

られている｡

3 住民意見の状況とこれに対する対応

(1)平成21年12月に日本共産党岩手県委員会から｢2010年度岩手県予算に関する申し入れ｣の中で築川ダム､津付ダ
ムの建設の中止について申し入れを受けている｡
(2)平成21年11月に岩手県母親大会実行委員会から｢無駄な公共事業の築川ダム､津付ダムの建設を中止してくださ
い｡｣という内容の提言をいただいている｡
(3)平成21年11月に築川のダムと自然を考える市民ネットワークから｢築川ダム建設事業を一時休止し抜本的な見直し
を求める｣旨の申し入れを受けている｡
(4)盛岡東圏域河川整備計画のうち薬用の計画策定に伴い､学識経験者､地元有識者､地元の代表及び公募委員か
らなる｢築川流域懇談会｣を設置し､平成16年10月から平成19年3月まで計10回を開催するとともに､途中､計画規模か
ら基本高水までを討議する治水小委員会を5回開催し､治水･利水･環境などに関する様々な意見や提言を踏まえて､
平成19年4月に｢築川河川整備に係る意見書｣を頂いている｡
(5)平成17年7-9月に流域住民を対象とした説明会を計6回開催している｡
(6)築川ダム建設事務所では､積極的に広報活動に努めており､小学校-の出前授業､HPの更新､ダムだよりの発行
(年4回)､現場見学会(H21実績 30団体569名)を実施している｡
(7)主な意見
別紙1 築川流域懇談会｢築川河川整備に係わる意見書｣のとおり
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事業名 粂川ダム建設事業 t◎ 単独 卜 担当部課名 Ll 産土整備部河川課

路線名等 い- 完 ㌫ Fjft=7蒜 芸蒜 石がわ l 地区名 もりおかしかわめ盛岡市川 目 市町村 l~ 盛岡市

4 費用便益分析の詳細(算定方法､算出根拠等)

算出方法:下記のとおり

算出根拠:治水経済調査マニュアル(秦)平成17年4月国土交通省河川局 (単位 :百万円)

(治水分のみ)

5 ダ 区 分 事業着手時 前回再評価時 今回再評価時

(基準年 :平成3年度) (基準年 :平成17年度) (基準年 :平成22年度)

費用項目 ①建設費 1_1,892 29,124 33,411

②維持管理費 707 828 -860

③総費用 (C) ①+(a 12,599 29,952 34,271

痩益項目 ④被害軽減の便益 15,996 42,114 44,583

⑤残存価値 446- 526 583

@総便益 (B) ④+⑤ 16,442 42,640 46,166

費用便益比 (B/C) 1.3 1.4 1.3

(少建設費:施設整備に要する費用を整備期間､評価期間で現在価値化して合計したものであるO
②維持管理費:施設設備に要する維持管理費用で､′県内の県土整備部所管ダムの実績をもとに年間費用を
算定､施設整備後50年間で現在価値化し合計したものであるo
④被害軽減の便益:施設整備によって想定される年平均被害軽減額を現在価値化して合計したものである○
⑤残存価値:施設整備及び用地補償費用の50年後を現在価値化したものである∩
(別紙2【費用便益分析)】参照)

規模の変更について

基礎地盤の地質調査等を実施し､技術的な検討を加えた結果､ダム規模を変更しているo

ダム軸 -40軸 ±o斜軸 地質調査の進展により､最も経済的なダムとなる位置にしたo

ダム高 81.3m 77.2m ダム軸を標高が高い上流-移したことと､超過洪水を考慮した経済的な非常用洪水吐に形状を変更したことによるO-

堤頂長 289.0m 241.0m ダム高が低くなった(=ダムが小さくなった)ことによるo

堤体積 345,000m3 207,000m3ダム高が低くなった(=ダムが小さくなった)ことによるo

総貯水容量 17,400m3 19,100m3 様々な降雨パターンに対して治水効果を発揮できるように､常用洪水吐の形状を変更したことによるC

※評価対象事業の位置図､計画平面図､標準横断図等を添付のこと｡
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築JHダム事業計画概要図

計画高水流量酌分図(単位:m3/S)

北上 く34凸 J 皿 ､ く呈出 く⊥墾｣rF
川 [780] <170> 280

J 梁川橋基準点 34()I根.]基本高水ピ-ク流量 -480
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梁川河川整備に係わる

意 見 書

平成 19年 4月27日

築川流域懇談会

平成19年4月27日

染川流域の河川整備に関する意見書の取りまとめにあたって

簸川は､盛岡市の市街地を貫流する流域面積148.3km2の一級河川であるが､断

面が狭く蛇行しており､沿川の住民はしばしば洪水による被害を受け､近年において

は.平成14年の台風6号などで河岸の欠蟻や冠水禎書を受けているq

また､河川水は､古<から農業用水や飲料水等として広く利用されており､染川下

流域では.川自小学校や中野小学校などの総合学習の場としても地域とかかわりが深

い河川となっている｡

さらに､アユ ･カジカ ･ヤマメ ･イワナなどが流域全般にわたって生息するなど自

然豊かな河川である｡

平成9年 12月の河川法の改正により､これらの地域の現状を腐まえた梁川の河川

整備計画の策定が必要となったことから､河川管理者である岩手県は多方面の幅広い

意見や助言を反映させることをEl的として､学紐経験者､地元有拙者L住民の代表及

び公募による委員の20名からなる r築JJl流域懇談会｣を言削ナたものである｡

実射Jl流域懇談会は.平成16年10月21Elに第1回を開催して以来､平成19年

3月30日まで計 10回を開催するとともに､途中､計同規模から基本高水までを討

議する治水小委員会を5回開催し､治水 ･利水 ･環境などに朗し､各委員よLJ様々な

意見を数多くいただくとともに,傍聴者からも意見をいただいている｡

この意見書は､｢染川流域懇談会｣での審議結果を取りまとめたものであり､事兼者

はこれを尊重し､梁川の河川塾備計画を策定するに当たっては積極的に情報公開を行

うとともに.住民の意見が反映されるように努めていただきたいq

漁川流域懇談会 会長

亘 ∴.+･[



築川流域懇談会の意見書

梁川河川整備に係わる意見書

目 次

築川流域懇談会の ｢意見書｣･･･I.LI･...･- ･1

資料-1 流域の現状 - I･- II････- i3

資料-2 整備計画に係わる要望及び意見等 日 日 ･18

資料-3 懇談会の設立趣意書等 ･････.････25

資料-4 懇談会開催記録 ･.･- ･- - ･.･31

陸般についてr

築川は､その源を岩神山に発し､毛無森から流下する根田茂川と合流した後､盛

岡市の市街地において北上川と合流する河川であり.沿川の住民はしばしば洪水に

よる被害を受けている0時に昭和22年のカスリン台風や昭和23年のアイオン台

風による被害は甚大なものがあった｡その後の河川整備および近年の少雨傾向によ

り幸いにも大きな被害はないものの､平成 14年の台風6号などで河岸の欠頓や冠

水被害を受けている｡

一方､河川水は古くから農業用水や飲料水等として広く利用され､生活に密着し

た河川となっているが､昭和48年度など､夏期の渇水により河川の水量不足に見

舞われているD

また､流域においては区画整理事業やミニ団地の開発などによる市街化の進展に

よL)､資産や人口の増加が著しいことや､流域の大きさも約 148kmAを有してい

ることから､県内でも重要な河川として位置付けられており,沿川住民の生命財産

を守るため早急な治水安全度の向上が必要となっている｡同時に､生物相の豊富さ､

蛇行形状を残すなど原始河川の様相を呈し､その自然環境は盛岡市民共有の財産で

あることから､この保全 ･活用を含めた河川整備計画とする必要がある｡
さらに､次世代の子どもたちに r安全で､安心して親しめるきれいな川｣を引き

継ぐため､日頃から一人ひとりが流域の重要性を認識し､守り育てる意識を持つこ

とが重要であり､河川環境の保全活動に対し､住民が積極的に参加するような効果

的な方策を推進する必要がある｡

始水について】
築川流域は､洪水による被害を受けていることから､治水対策が必要となってい

るが､この対策を講じるにあたっては､園が示している総合治水対策なども踏まえ､

ハー ド整備を着実に進めるとともに､超過洪水対策として避難経路の確保や避難訓

練の実施などのソフト対策を地元自治体と連携して進める必要がある｡

【治水安全度および基本高水流量】

流域内の人口･資産 ･地域バランスなどを勘案すれば､現在岩手県が計画してい

る治水安全度1/ 100は妥当であり､また､｢建設省河川砂防技術基準 (莱)｣に

基づいて算定した基本高水流量780m3/ Sについても概ね妥当であるとの意見

や､近年の異常気象等を考え治水安全度や基本高水流量は大きめに設定するべきと

の意見が多かった｡

【施設整備案】

当面20-30年間における河川整備を行うにあたっての治水安全度は､流域全

体を1/ 100とすることが概ね妥当であり､施設整備案については､現在県が計

画しているダム+河川改修案が望ましいとの意見が多かった｡

1



なお､以下のような意見もあった｡

･環境への影響､朗政負担等を考慮すれば､ダム建設による治水対策ではなく､

流域全体での保水 ･進水機能の確保､河川改修や宅地嵩上げ､輔中堤などを組
み合わせた対策を講じるべきである.

･土地利用に応じて.当面の治水安全度を変えるべきであるD

･基本高水流量780m3/ Sが過大と考えられることから､当面は治水安全度を

低めに設定し､雨量と流量観測データの蓄積を待ち､改めて検討すべきである｡

･施設整備案を検討するにあたっては､施設整備後の維持管理貴も併せて考慮す
べきである｡

またー各施設案を実施する場合の意見は以下のとおりである｡

･｢ダム+河川改修案｣を採用する場合には､環境や景観保全に配慮すべきである｡

常時は湛水しない (下部穴あき)ダムもしくは治水単独ダムとすべきであるO

･｢河川改修単独案｣を採用する場合には､詳細な現地調査を行い個々の箇所ごと

に最適な対策を立てるとともに､現在の河道を極力残すべきであるO

･｢宅地嵩上げ+河川改修案Jを採用する場合には､宅地嵩上げ案は､多大な時間

と貨用を要することから必要最小限とするとともに他地区への移転を考えるべ
きであるO

加水についてl
梁川における正常流量及び盛岡市 ･矢巾町の水道計同については､その必要量及

び算出手法については理解するが､正常流量や水道計画の必要性について､再検討
すべきとの意見もあったd

l河川環境につし､てl

ダムの建設や河川改修などを実施するにあたっては､影響範囲の検討や周辺環境

の状況を十分に把握し､専門家や住民の情報や意見を取り入れながら周辺環境との

整合を図るとともに.改変区域の最小化に努め､必要に応じて保全措置を講じる必

要がある.

また､これまでも希少動植物の保全に配慮してはいるが､河川改修の度に魚族に

大きな変化が見られることから現在の河道は極力残し､水生生物にも配慮すべきで

ある｡

細持管理についてl
【適切な維持管理の実施】

治水施設の整備に伴い､人員の確保や適正な配置等により､適切な施設管理に努

めていただきたい｡

【防災活動の実施】

洪水時l=おいては､官民が一体となって素早い水防活動を行うため､住民が積極

的に参加できる体制づくりに努めていただきたい｡

最後に､今後､事業を進めるにあたっては､積極的に情報公開を行うとともに､住

民の意見が反映されるよう強く要望する｡
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費用便益分析 :再々々評価時
様式-7 費用対効果 計算書 (平成22年度評価) 等買受算定 治水分のみ

水系名 北上川 河川名 粂川 (原始河道) 単位 百万円l平成21年JZ革億i 治水分のみ

期間 年度t 便益 - 充用

年平均亀吉壇強期待額b 便益B 妓評価値 総便益 ∫中 ②胎毒琵 i)+.審 受用便益比
廷用現在伝値 落屑 規左缶値 缶用 現在匂値 8/C

-23 S62 18_44 ー8 44柵 十

-21 H1 37 84 37 84

-20 H2 49 107 48 107

-1g H3 49 川3 49 川3

堤工期間 -18 H4 76 ー54 76 ー54

一一7 HS 81 158 81 158

一一8 Hb 162 303 ー62 303

-15 H7 328 591 328 591

-14 H8 261452 26ー 452

一一3 H9 388 646 388 646

-12 H川 I,ー311,8日 ー_ー31 1.811

-ll Hll lー0941.684 I.094 1.684

-1tl M2 1,864_2_759 一.864 2.759

-9 ‖3 1,3461,916 1.346 I.916

-8 H14 1_7762.43ー 1.776 2,431

-7 H15 1.0771-41,7 1.077 1,朋7聾碧_ ,-汰

-6 Hlt) 1.252l_584 1.252 1.584

-5 H17 1.2981,579 i,298 一､579

-I H18 6g97ー2 609 7ー2
-3 H19 609 685 帥9 685

-2 H20 9321_008 932 I,008

-1 H21 73ー 760 731 760

gil:薄綿1H23 742 713 74-皇 7ー32H24 398 368 398 368

3 H75 505 449 505 4494HZG 一.016 868 1.016 8685H27- 一,533 1.260 1:533 1.2-606H28 2.169 1.714 2.169 I.714

7H29 2.253 1≡712 2.253 1.712L頚肋8H30 2.628 ー≡920 2.628 1.9209H31 2.158 1.516 2.158 1.51610H32 1,724 1.165 1.724 1.ー65

13H35 3,072 1.845 40.0 I.I 40.q 24.14H36 3.072 1.774 140.a 23 40.0 23

16H38 5,872 1.64D 4【l.0 21 40.0 2ーー7H39 3.072 1,577 40.0 2ー 40.0 2118H40 3.072 1.516 40.8 20 40.0 20

21H43 3.072 一.348 40_0 18 40_0 川22H44 3.072 1.296 40.0 17 LIO.0 1723H45㌔ 3EO72 1.246 40.0 16 40ー0 1624‖46 3,072 1.ー98 40_0 16 40_q 1625H47 3.072 1.ー52 440.0 165 440_0 16526H48 3,072 1.108 40_0 14 40.0 1427H49 3.072 1.065 40.0 14 40.0 ー428h50 _3.072 一.024 40.0 13 4【I.0 ー329H51 3.072 985 40.0 13 40.0 ー330HSZ 3.072 947 40.0 12 40.0 ー23TH53 3.072 911 40.0 12-40.0 ー232-H54 3.072 876 4【l.0 ll 40.0 日33H55 3.072 842 40.0 り 40.0 ll34H56 3.072 810 4tl.0 ll LIB,0 ll35_H57 3.072 778 40.0 10 40.0 1036H58 3.072 749 _40_0 10 40.0 1037H59 3.072 720 40,0 9 4g.0 9

39H61 3,072 665 40.0 9 40.0 940H62 3,072 640 440.0 92 440.0 9241加3 3.072 615 40.0 8 40.0 8

43H65 3.072 569 40.0 7 40,a 74LlH6.6 3,072 547 ｣0.0 7 40.0 745H67 3.072 526 1++ 玩 40.0 7 40.0 7窪 h46H68 3.072 506 40.0 7 LlO.0 747H69_ 3,打72 486 40.0 6 40.0 6頂ヲJ48H70 3,072 468 40.0 6 40.0 6

49H7ー 3,072 450 婆遠 4【l.0 6 40.0 650H72 3,072 432 40.0 6 40.0 6

5TH73 3,072 416 W E, 40,D 5 40.0 5滞 療 …5plH74 3.072 40【) 40.0 5 40_0 553H75 3.072 384 40.-0 5 40_0 5

55H77 3,072 355 440.0 51 440.0 5156H78 3.072 342 40.0 4 40.0 457H79 3.072 328 40.0 4 40.0 一582H8【l 3tO72 316 LIO.0 4 40_0 4 頭_三59鵬1 3.072 304 ㌫凝 .～ LID.0 4 4t】.0 4
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年平均板書軽減期待鼓 b- 3.072D 百万円

勇異存価値の算出

ダムの工事萱体 工事昏寸描旗工一∑df 21.921 百万円 fl= 00169 グムのエfJlの妓存65位 370召万円

用地補伎費 ∑kI 5.522 盲万円 f2=003857 用地禰CL柴の廷存tii倭 213百万円

583百万円

域 存価値の係数 fl=(09書(1-50/80)十01)/(1十004)SHg f2-1/(1+004)Sh19 S整備期間 34年

14

事業費｢百万円)

1.000 2,000 3,000 4.000 5.000

兼莞l1 ..l. 投資予定事業 /糞 l

l 】現在

価値化した事〒苧

i

二晩在価値化した 平均

∴ .l年平均被害



一級河川北上川水系梁川整備手法比較表

【A案】 ダム+河川改修案 【B案】 河川改修単独案 【C案】 放水路トンネル+河川改修案 【D案】 宅地嵩上げ+河川改修案

辛莱概辛 整備緒元整備計画 ダム (重力式ダム (自然調節型)) 河川改修 (施工面領 449.000rn-) 放水路 宅地嵩上げ

塩帯77.2m､堤頂長241_Om堤体積207.000r713 延長 し-8.3km掘削エ V=934.000rn- 延長 L-2.3km 内空断面棟-約100m7 面積 A=17.5ha -時移転戸数 163戸河川改修 (改修済)

河川改修 (改修済) 盛土工 V-116.000ni 延長 し-4.Ohm 河川改修 (施工面積 142.000rT1)

延長 L-4,0km 護岸エ A-206.000n1- 河川改修 (改修未)/(施工面積 170.000m-) 延長 し-2.Ohm

橋梁架替 N-11楕 延長 L=4.3km 掘削エ V-243.000mJ

1/100対応 掘削エ V=321.000rrl'&iI V=38.000m-護岸エ A-88.000m'橋梁架替 N=3梼 盛土エ V:=40.000m'護岸エ A-67.000m.橋梁架替 N-11棉

概要図 振田茂*Jll3402BOma/EI 帥oma/S適 卜 n ∩ 誓 川 等280Ma/B SBdm3/8 妻 郵恥 8/蓋 菓?..-警 ~

コスト .総事業費(治水対策費用) ダム 310億円 河川改修 459倍円(改修禾)8億円(一部用地買収済み) 放水路 377億円 宅地嵩上げ 324億円河川改修 29億円(改修済) 河川改修 29億円(改修済)124億円(改修未) 河川改修 150億円(改修未)8億円(一部用地買収済み)

計 339億円 ○計 467億円 △ 計 530億円 △ 計 482億円 △
被害軽減線 1/100 1.464@R

移転戸数 ダム 31戸(移転済) 河川改修 116戸 : 放水路 16戸 宅地嵩上げ 165戸(うち一時移転163戸)

河川改修 0戸 河川改修 7戸 河川改修 55戸

計 31戸(移転済) △ 計 116戸 △ 計 23戸 ○ 計 皇20戸 △
用地補償 面積 ダム 約110.Oha(大部分用地買収済み) 河川改修 約17.aha(改修未)約6.8ha(一部用地買収済み) 放水路 約5.9ha 宅地嵩上げ 約17.5ha

計 約116.8ha △ 計 約24.6ha A 計 約21.9ha ○ 計 約26.5ha △

環境 環境影響評価 本事業l評価条例｣ているため事業区域とから､事価を行なつされる｢梁を設立し､を踏まえ､について､いるロ ま｢環境影響評価法｣､｢岩手県環境影響の施行以前に全体計画の認可を受け､同法や同条例の適用を受けないが､周辺は自然環境が豊かな地域であるこ業者が自ら同条例と同等の環境影響評ている8ま た､学識経験者等により構成川ダム周辺自然環境検討専門委員会｣継続的に実施している環境調査の結果環境への負荷軽減を図るための対策等毎年度､委員から助言等をいただいて ○対象箇所の環境調査 は未実施である. △ 対象箇所の環境調査は未実施である○ △ 対象箇所の環境調査は未実施である○ △

水質 ダム 工事中に発生する濁水については､濁水処理プラントにより処理するので影響は回避低減できるoダム供用後の水質への影響についても､選択取水設備等の適切な運用により回避低減できる○ ○ 河川改修 掘削により濁水が発生することから､工事時期や沈殿池等の対策について漁業者､利水者等との調整が必要o △ 放水路 工事中に発生する濁水については､濁水処理プラントにより処理するので影響は回避低減できる○ ○宅地嵩上げ河川区域外の背後地盤の盛土工事となることから濁水の発生がない○ ○

河川改修 河川改修は既に完了済みであり､工事による濁水の発生がないことから影 ○ 河川改修 掘削により濁水が発生することから､工事時期や沈殿池等の対策について △ 河川改修 掘削により濁水が発生することから､工事時期や沈殿池等の対策について △

への影響 ミ′撃はない○ 漁業者､利水者等との調整が必要○ 漁業者､利水者等との調整が必要D

生態系 ダム ダムの湛水により約100haが水没するが､希少種等については移植.播種等による保全措置を行うことから影響 △ 河川改修 施工面積 449,000nイ掘削土量 934.000m-河道の掘削等により.､現況の水環境が改変される面積が1番大きい○渇水時の水量維持が不可能である□ △ 放水路 土地の改変がトンネル出入口付近の A 宅地宅地部分の盛土であり､希少種の生 P

は回避低減できる○ダム供用後は渇水時でも水量維持が可能である. みであり､改変面積は小さい. 嵩上げ息の可能性がほとんどない○

河川改修 河川改修は既に完了済みであり､工事による濁水､土地の改変がないことから新たな影響はない○ ○ 河JHa修 施工面積 170.000m4掘削土量 321.000m.河道の掘削等により､現況の水環境が改変される面積が2番目に大きい○渇水時の水量維持が不可能である8 △ 河川改修 施工面積 142.000n了掘削土量 243,000mI河道の掘削等により､現況の水環境が改変される面積が3番目に大きい○渇水時の水量維持が不可能である○ △

総合評価 ダムについては対策によLj影響を回避低減できるo河川改修による影響はない○ ○ 最も影響が大きい○ A放水路については､水質､生態系への影響は小さいが､河川改修による影響が大きい○ A 宅地嵩上げについては､水質､生態系への影響がほとんどないが､河川改修による影響が大きいo △

辛 整備計画 完了予定年度 H32年 (10年後) ○完了予定年度 H137年 (115年後) △完了予定年度 H70年 (48年後) △完了予定年度 H130年(108年後) △薬効 a-C 33.709 百万円 (B/C 1.82 ) B-C 9.784 百万円 (B/C 1.81 ) B-C 20,252 百万円 (B/C 1.58 ) B-C 9.166 百万円 (B/C 1.74 )

果発現 1/100 (漁業への影響や洪水期を考慮し､一年のうち- (漁業への影響や洪水期を考慮し､一年のうち- (漁業への影響や洪水期を考慮し､一年のうち-定期聞しか河川改修工事ができないことを想定) 定期間しか河川改修工事ができないことを想定) 定期聞しか河川改修工事ができないことを想定)

刺水への対応 ･ 水道用水不特定用水 ダムによる必要量確保が可能 ○ 新たに代替施設の整備が必要 △ 新たに代替施設の整備が必要 △ 新たに代替施設の整備が必要 △

農地への対応 農地は守られる○ ○農地は守られる○ ○ 農地は守られるo ○宅地のみを嵩上げするため､農地は守られないO(被脊銀8百万円) ×
義
和
謎
BJj琳
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やながわど うろ

築川道路道路改築事業 再評価関係資料

1 大規模公共事業 再評価調書の概要

2 大規模公共事業 再評価調書等

岩手県 県土整備部



大規模公共事業再評価調書の概要

やながわど うろ

(粂川道路 道路改築事業)

担当部課 :県土整備部道路建設課

1 事業概要 (路線名 :一般国道 106号､所在市町村 :盛岡市)

○事業目的 :築川道路は､現道が急峻な谷地形の河川沿いにあり､地形的制約のため幅員狭小 ･線形不

良であることから交通事故が発生すると共に､落石等の危険区間でもあるなど､抜本的な

改良を求められていた｡そのため､当該地域に計画されている築川ダム建設事業の付替道

路事業等と併せて､地域高規格道路×として効率的かつ効果的に整備し､交通の安全確保と

円滑化を図り､沿岸部と内陸部との交流強化により地域の活性化を支援しようとするもの

である｡

※ 地域高規格道路は､高規格幹線道路と一体的に機能し､地域において広域的な交流 ･連携を支える幹線道路ネット

ワークを構築する骨格的な道路｡

○事業内容 :計画延長し=6.7km､車道幅員W=7.0m､全体幅員 14.5-15.5m

改良工L-3.5km､橋梁工L=2.2km (N=14橋)､トンネル工L=1.0km (N=4箇所)

○事業期間 :平成8年度～平成 24年度 (前回再評価時 平成 8年度～平成22年度)

○総事業費 :15,000百万円 (前回再評価時15,000百万円)

(平成22年度までの投資額 14,870百万円､進捗率99.1%)

2 事業の進捗状況等

○公共事業費の縮減等により､年次計画に沿った事業展開が困難となり､事業の完成時期が平成 22年度

から平成 24年度に延伸しているが､事業計画の変更はなく､進捗率は事業費ベースで約 99%となっ

ており､一定期間を要することにより竣工の見通しがある｡

3 社会経済情勢等の変化

○本県では､内陸部と沿岸部を結ぶ幹線道路ネットワークを始め､地域間の交流 ･連携の基盤となる道

路など､更なる道路の整備を求められており､当該道路の整備促進については､沿岸部市町村を中心

に関係市町村等より整備促進を求める要望が多い｡(宮古市はか)

○評点合計が前回再評価時と大差なく､一方､専門家の助言を受けながら自然環境等への影響が少ない

よう積極的に配慮して事業を進めている｡

4 コス ト縮減対策及び代替案

○コスト縮減対策としては､橋梁上部工に耐候性鋼材を､橋梁下部工に高強度材料を使用することなど

により､約18億円のコス ト縮減を図ることとしてしラる｡
○代替案については､築川右岸ルート案と比較検討したが､経済性等から現計画の左岸ルー ト案が適当

.と判断している｡

○隣接する都南川目道路との接続位置が決まっていることから､代替案立案の可能性はない｡

5 総合評価

O｢事業の進捗状況等｣については､事業期間の延伸はあるものの､現在､事業進捗は概ね順調であり､

一定期間を要することにより竣工の見通しがあり､事業計画の変更はない.

0｢社会経済情勢等の変化｣については､道路改築事業のあり方についての議論や見直しの検討がなく､

評定合計が前回再評価時と大差なく､自然環境等への影響が少ないよう積極的に配慮して事業を進め

ており､大きな変化は見られない｡

○ 以上により､大項目の評価が ｢A｣､rAA｣であることから､総合評価は ｢事業継続｣とした｡

○ なお､平成 17年度に実施した前回再評価に対する付帯意見はない｡



様式 5
大規模公共事業 再評価調書

平成22年10月1日作成

事業名 道路改築事苧 (ネットワーク形成型)l ㊨ .単独 担当部課名 l 県土整備部道路建設課

路線名等 一般国道 106号 I地区名 l 箭稽晶 巨 町可 盛甲

辛業概 (1)事業目的 〔事業項拠法令等 :道路法 第12条､第50条〕

○解決すべき課題
･国道106号は､宮古市を起点とし盛岡市に至る県内陸部と沿岸部を結ぶ重要な幹線道路であり､平成

7年度に地域高規格道路※ ｢宮古盛岡横断道路｣の整備区間に指定されたほか､ ｢岩手県地域防災計
画｣において ｢緊急輸送道路｣に指定されている○
･当該区間は､現道が急峻な谷地形の河川沿いにあり､地形的制約から幅員狭小 .線形不良であること
から交通事故が発生すると共に､落石等の危険区間でもあるなど､安全で円滑な交通の支障となつてい
るo
･また､歩道が一部未整備であるため､歩行者等の安全が確保されていない○
○整備によって得られる効果
･交通の陸路区間が解消され､通行車両の安全性 .快適性が向上することにより､幹線道路として安全
で円滑な交通機能が確保されるo
･また､歩道の整備により歩行者等の安全性が向上する○
･当該地域に計画されている築川ダム建設事業の付替道路事業等と併せて､地域高規格道路として効率
的かつ効果的に整備し､交通の安全確保と円滑化を図ると共に､沿岸部と内陸部との交流強化により地
域の活性化を支援するo

※地域高規格道路:高規格幹線道路と一体的に機能し､地域において広域的な交流.連携を支える幹線道路ネットワークを構築する
骨格的な道路○

(2)事業内容

要 改良延長 :3.5km､橋梁延長 :2.2km(14橋)､ トンネル延長 :1.0km(4箇所)
(3)整備目標等

･幅員狭小､線形不良区間の解消 :L-6.7km
･歩行安全性､快適性の向上 (歩道設置延長):L=6.7km(片側歩道)

事業着手 H8年度 l荒業計霞 H8 - (≡…喜,芸器 塁屋至芸iF?Siq:輿 讐 H9年度 諾 H10年度

辛莱費 当初計画総事業費(H8年) 前回再評価時総事業費(H17年) 今回再評価時総事業費(H22年)A 事 業 費 の 状 況 〔百万円〕

H8年～ H21年 H22年 投資事業費 進捗率

(うち用地費) (うち用地費) (うち用地費)B H20年 C D E-B+C+D 財 源 F-E/A

12,500,0 15,000.0 15,000.0 13,263.6 906.6 700.0 14,870.2 国庫 8,178県 6,692 99.1%
(288.1) (404.4) (560.1) (346.2) (7.9) (0.0) (354.1) 他

辛莱の■進捗 (1)事業の進捗状況

ア 整備効果の発現状況

-.本道路は築川ダムの付替道路として､全線完成後に供用予定であるため､現時点で供用区間はなく整
備効果の発現はないo

イ 未着工及び工事遅延等の理由並びに解決の見通し

①理由 事業期間の延伸は､公共事業費の縮減等により､年次計画の見直しが必要となったことによ
る○
②解決の見通し (難易度) 現在の進捗率が約99%と全線にわたり事業が進んでおり､計画に沿って事
業を進める見込みであるo
③解決までの対応及び期間 今後は計画に沿った事業展開を図り､平成24年度に完成する予定であるo

○中項目評価は､完成予定年度が前回再評価時より2年遅れる見込みであるが､一定の期間を要するこ
とにより解決できる見通しがあり､竣工の見通しがあることから､ ｢b｣としたo

状 l 中項目評価 la .(b). c l
(2)事業計画の変更の有無及び内容

況等 ･事業計画の変更はない○
○中項目評価は､事業計画の変更がないことから､ ｢a｣としたo

l中項目評価 da). b . c l

,. Fl AA.(カ.BB.B . C
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社A;鍾済情辛等の変化 (1)事業に関する社会経済情勢

ア 全国の状況

･競争力二成長力の確保や地域の活性化のための道路整備が求められており､ ｢地域の自立と活力の強
化｣､ ｢安全 .安心の確保｣､ ｢環境の保全と豊かな生活環境の創造｣などの政策課題について､重点

i的 .効率的に事業を推進することとしているO
イ 本県内の状況

･ ｢いわて県民計画｣においては､産業を支える社会資本の整備や安全で安心な暮らしを支える社会資
本の整備を重点的な政策の柱として掲げており､この中で道路整備は､地域産業の競争力の向上を目指
し､工業製品や農林水産物等の物流の円滑化を図る幹線道路ネットワークを構築することや､地域間の
交流 .連携の基盤となる広域振興圏相互や隣接県を結ぶ道路の整備を推進するとともに､通院 .通学な
どの日常生活を支える道づくりを進めることとしている○

ウ 施工地域における状況

･当該道路の整備促進について､関係市町村等より要望がある○ (宮古市ほか)

○中項目評価は､全国又は本県において､政策や事業のあり方についての議論や見直しの検討がないこ
とから､ ｢a｣としたo

] 中項目評価 nal. b . c l

(2)事業に関する評価指標の推移

評価指標 配点 事業着手時評 点 前回再評価時評点(A)今回再評価時評点(B)増減(B)-(A)備 考

必要悼 車道等幅員 5 5 5 5 0

(現況6.7m)(現況6.7m)(現況6.7m)
曲線半径 5 4 4 4 0

(現況80m)(現況80m)(現況80m)
縦断勾配 5 3 3 3 0

(現況5.6%)(現況5ー6%)(現況5.6%)
歩道設置の必要性 3 3 3 3 0

(必要) (必要)(必要)
混雑度 2 0 0 0 0(0.80) (0.80) (0.83)
定時性 2 0 2 1 -1 ※ 1(4.3Km/h)(13.3lim/A)(7.2Km/h)
事故率 .3 1 1 1 0 ※2(履歴有) (履歴有)(履歴有)

過疎地域等の振興 5 2 2 2 0(山振) (山振) (山坂)

重要悼 ネットワークの位置付 け 15 15 15 15 0

(地域高規格道路)
産業振興､生活支援 15 15 15 15 0 ※ 3

(5項目該当)(5項目該当)(5項目該当)

緊急悼 関連事業の有無 5 5 5 5 0

(.あり) (あり) (あり)
冠水区間､主要渋滞ポイント､老朽橋､通行危険箇所等 5 5 5 5 0(あり) (あり) (あり)

10km以内に迂回道路 5 5 5 5 0(なし) (なし) (なし)
効率悼 費用便益比 (B/C) 20 18 15 15 0(2.0) (1.5) (1.8)

熟痩 用地取得の進捗状況(着手時は地元協力) 3 3 3 3 0

(約80%) (約99%)(約99%)
地元要望 2 2 2 2 0

(あり) (あり) (あり)

※ 1 :秋期旅行速度が54.5km/hから48.4km/hに低下したことによる｡ (道路交通センサス)

※2 :履歴有 (23.1件/億台キロ)

※3 :物流支援 ･農業支援 ･林業支援 ･観光支援 ･救急医療アクセス3



○ 費用便益分析

費用便益分析手法:費用便益分析マニュアル (平成20年 11月)､道路投資の評価に関する指金
(秦)第1編 (平成10年6月)､第2編 (平成11年 11月)

(単位 :百万円)

参考 将来交通量 8,100台/日(H32) 8,100台/日(H32) 4,告oo台/日(H42)

※費用便益分析において地域特性等考慮すべき特記事項

･地域修正係数による修正便益を考慮している｡

○ 関連する開発プロジェク ト等の状況

･粂川ダム建設事業 (岩手県 :H4-H32)
･一般国道106号 都南川目道路 (国土交通省 :H9-H35)
･主要地方道盛岡大迫東和線 緊急地方道路整備事業 (岩手県 :H14-H26)

○中項目評価は､各評価指標の評点の合計が前回再評価時の90%以上であることから､ ｢a｣とした｡

中項目評価 b . C

(3) 自然環境等の状況及び環境配慮事項

ア 動植物､地形 ･地質､歴史文化､景観等の状況及び岩手県自然環境保全指針による保全区分

∴ ∴ ~t--_~ ≡ =
岩手県教育委員会との協議及び現地調査を実施しながら事業を進めている｡

イ 環境配慮事項及び環境等への配慮に要する事業費

･粂川ダム周辺自然環境検討専門委員会へ付議している

･県環境影響評価条例に準じて環境影響評価を実施
･築川ダム建設事業と併せて､専門家からなる各種委員会の指導と助言のもと環境調査等を実施し､環
境等への影響が少なくなるよう配慮しながら事業を進めている｡

①主な助言内容
･施工区域内に確認された希少野生植物について､生育に適した場所に移植を行い､移植後の生育状況
を確認すること｡
･工事にあたっては､猛禽類を刺激しないような騒音対策を行うこと｡
②対応状況
･専門家の助言を受けながら､希少種の移植やモニタリング調査等を実施｡
･工事における騒音 ･振動の軽減措置｡
･小動物移動路の確保｡ (斜路付き側溝設置等)

≪環境等への配慮に要する経費≫
･環境調査等 (約52,400千円)
･斜路付き側溝等設置 (約4,600千円) 合計 約57,000千円

○中項目評価は､自然環境保全指針の ｢優れた自然｣の保全区分毎の保全区分に沿って積極的な対応を
していることから ｢a｣とした｡

中項目評価 b . C

○中項目評価が､いずれも ｢a｣であることから､大項目評価は｢AA｣と

A ･ B ･ C

4



コ
ス
ト
縮
減
対
策
及
び
代
替

案
立
案

の
可
能
性

(1)コス ト縮減対策の実施状況及び今後の可能性

･橋梁上部工に耐候性鋼材を使用し､ライフサイクルコストを縮減 約972百万円
･新技術の採用及び橋梁計画等見直し等によるコスト縮減 約839百万円
(生コン ･鉄筋強度の見直し､橋梁⇒補強土壁など)

･設計基準の見直し等 (アスフアル帽甫装磨耗層廃止等)によるコスト縮減 約28百万円
合 計 約1,839百万円

(2)代替案立案の可能性

(∋代替案として考えられる他の事業手法 ･工法の比較検討結果
次の案と比較検討したが､次の理由から現計画 (築川左岸ルー ト)が適当であると判断している｡
･現道拡幅案 ダムの付替道路であるため､現道活用の可能性はない｡
･築川右岸ルー ト案 本計画案と比較して､計画延長及び構造物延長が長く､総事業費も高くなるた

め､経済性に劣る｡

②今後における代替案立案の可能性
隣接する都南川目道路との接続位置が決まっていることから､現段階で代替案立案の可能性はない｡

(1)総合評価

総合評価
(対応方針案)

事 業 継 続 要 検 討 中 止

(事業名)道路改築事業 粂川道路

着手年度 完了予定年度 事業費(百万円) 投資事業費一百万円) 進捗率(%) (1)事業進捗状況/ (2)社会経済情勢 参考
A 進捗状況計画変更AA社会経済評価指 自然環境評点B/C

○総合評価に係るコメント

①再評価の総括
｢事業の進捗状況等｣については､公共事業費の縮減等に伴い事業期間の延伸はあるものの､事業計

画の変更はなく､現在､事業進捗は概ね順調であり､一定期間を要することにより竣工の見通しがある
こと､ ｢社会経済情勢等の変化｣については､事業に関する ｢社会経済情勢｣､ ｢評価指標の推移｣､
｢自然環境等の状況｣に関して特に大きな変化が見られないことから､ ｢事業継続｣と評価したもので

ある｡
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様式 5
大規模公共事業 再評価調書 (付表)

道路改築事業 (垂参 ･単独 担当部課名 県土整備部道路建設課

路線名等 一般国道 106号
やならくわどうろ
粂川道路

1現在までの事業の経緯等

平成6年12月 地域高規格道路｢宮古盛岡横断道路｣が､計画路線に指定｡
平成7年8月 ｢宮古盛岡横断道路｣の一部を構成する｢築川道路｣が､整備区間に指定｡
平成8年度 国庫補助事業により事業着手｡

2 事業を取り巻く社会経済情勢等の変化の具体的説明

当該国道の整備については､沿岸市町村を中心に整備促進を求める要望が多い｡

(今年の要望状況)
○宮古市(平成22年7月26日)
○山田町(平成22年7月30日)
○宮古･盛岡･秋田間国道整備促進期成同盟会(平成22年7月30日)
○国道106号地域高規格道路整備促進期成同盟会 (平成22年7月30日)

3費用便益分析の詳細 (算定方法､算出根拠等)

費用便益分析手法:費用便益分析マニュアル (平成20年11月)､道路投資の評価に関する指金
(秦)第1編 (平成10年6月)､第2編 (平成11年11月)

(単位 :百万円)

区 分 事業着手時 前回再評価時 ~今回再評価時

(基準年 :H8) (基準年 :H17) (基準年 :H22)

費用項目 改築費 10,315 16,944 17,856

維持費 675 854 342

総 費 用 (C) 10,990 17,798 18,198

便義項目 3 時間短縮便益 12,261 15,837 14,908

走行経費減少便益 2,122 2,739 3,459
事故減少便益 638 821 2,107

便益 (D 15,021 19,397 20,474

そ 環境改善便益 30 38 10

拡張便益 6,912 6,913 3,824

の他便益 ② 6,′942 6,951 3,834
小計 ((五十②) 21,963 26,348 24,308

修正便益 ③ 8,581
総便益 (B) ①+②+③ 21,963 26,348 32,889

参考 将来交通量 8,100台/日(H32) 8,100台/日(H32) 4,800台/日(H42)
①改築費:道路建設に要する費用を基準年において現在価値化したもの｡
②維持費:道路の供用開始後50年間における維持管理費を基準年において現在価値化したもの｡
③時間短縮便益:道路の供用開始後50年間における自動車に乗車していなければ､生産活動を行うことによって産み
出されるであろう価値 (資源価値)､または自動車に乗車している時間を､他の目的に使用できるなら支払ってもよいと
思う金額 (行動価値)を､基準年において現在価値化したもの｡
④走行経費減少便益:道路の供用開始後50年間における燃料費､オイル費､タイヤ･チューブ費等の減少効果を､基
準年において現在価値化したもの｡

⑤事故減少便益:道路の供用開始後50年間における人身事故､物損事故､救急や事故処理などに伴う公的損害､及
び事故により発生する交通渋滞による損失の減少効果を､基準年において現在価値化したものD
⑥環境改善便益:道路の供用開始後50年間における大気汚染､騒音及び地球温暖化の道路整備による環境改善効
果を､基準年において現在価値化したもの｡

⑦拡張便益:道路の供用開始後50年間における道路走行時の快適性､救急医療や消防等-のアクセス確保による緊
急時に対する安心感などの効果を､基準年において現在価値化したもの｡
⑧修正便益:所得水準や物価基準といった地域間格差を考慮し､東京を基準(1.0)とした各地域別の地域修正係数を
乗じたもの｡

6



4 環境対策の具体的内容

専門家による各種委員会の指導と助言のもと､環境等-の影響が少なくなるよう配慮しながら事業を進めている｡

桑川ダム周辺自然環境検討専門委員会(委員長 吉田勝一 岩手大学名誉教授 他8名)
○主な対応
･希少野生植物の移植｡
･希少野生動植物のモニタリング調査｡
･小動物が脱出可能な斜路付き側溝の設置D
･動物が道路を安全に横断できるボックスカルバートの設置｡
･在来種が自生しやすい種子を使用した法面緑化を行い､周辺環境との調和に努める｡

･地形改変が極力最小限となるように､主に構造物(トンネル･橋梁･擁壁)で道路を計画｡
･工事車両による道路及び河川汚濁を防止するため､各現場にタイヤ洗浄装置及び沈砂池を設置｡

･排ガス対策及び低騒音型建設機械の使用を基本｡
･再生資材の使用(砕石･アスファルト合材)0

築川ダム周辺環境整備検討委員会(委員長 安藤昭 岩手大学教授(H13当時)他22名)
○主な対応
･ダム湖周辺の利活用に関する周辺環境整備基本計画を策定O

･景観形成検討部会の設置｡

粂川ダム周辺環境整備検討委員会 景観形成検討部会(部会長 安藤昭 岩手大学教授(H13当時)他4名)
○主な対応
･周囲の景観との調和に配慮した施設計画に努める｡(トンネル壁面や湖面橋となる国道9号橋のデザイン)



費用対効果計算書

地 区 名 ･ 粂 川 道 路

■A暮■とJL年次 現在価価割引串 GDPTフレーク 費用 便益

建設乗 維持管理費 便益額 現在価任
費用 現在価価 費用 現在価漣

-17 H8 1.73168 102.3 248 385.0 0 0_0 0_0 0_0

-16 H9 1_66507 ー03.3 600 886.9 0 0_0 0_0 0_0
-15 H10 1_60103 102.8 797 1.138.2 0 0.0 0_0 0_0
-1■ Hll 1_53945 10一.3 1.740 2.424.8 0 0.0 0_0 0_0
-13 H12 1.48024 99,7 一.741 2.370.3 0 0.0 0.0 0.0

｣12 H13 1.42331 98_4 1.742 2.310.6 0 0.0 0.0 0.0

-ll H14 1.36857 96_6 1.788 2.322.9 0 0.0 0.0 0.0
-10 H15 1.31593 95_4 1.745 2.207_2 0 0.0 0.0 0.0
-9 H16 1.26532 94_4 900 1.106.2 0 0.0 0.0 0.0
-8 H17 1.21665 93.2 91 108.9 0 0.0 0.0 0.0
-7 H18 1.16986 92.5 92 106.7 0 0_0 0.0 0.0
-6 H19 1.12486 91.7 49 55.1 0 0_0 0.0 0.0
-5 H20 1.08160 91.7 744 804.7 0 0_0 0.0 0.0
-4 H21 l.04000 91.7 855 889.2 0 0_0 0.0 0.0

-3 H22 1.00000 91.7 667 667.0 0 0_0 0.0 0,0
-2 H23 0.96154 91.7 86 82.7 0 0_0 0.0 0,0
-1 H24 0.92456 91.7 39 36.1 0 0_0 0.0 0,0
0 H25 0.88900 91.7 0 0.0 17.219 l5.3 1103,1 980_7

1 H26 0.85480 91.7 0 0.0 17.219 14_7 1098.8 939_3

2 H27 0.82193 91.7 0 0.0 17.2ー9 l4.2 1094_5 899_6

3 H28 0.79031 91.7 0 0.0 ー7.2ー9 13.6 1090_2 861_6

4 H29 0,75992 91.7 0 0.0 17.219 13_1 1085_9 825_2

5.H30 0_73069 91.7 0 0.0 ー7.2ー9 12.6 1081_6 790_3

6 H31 0,70259 9一.7 0 0.0 17.2ー9 ー2.1 ー077_3 756_9

7 H32 0,67556 91.7 0 0.0 17.219 ll.6 1073_0 724_9

8 H33 0,64958 91.7 0 0.0 17.219 ll_2 1068_7 694_2

9 H34 0_62460 91.7 0 0.0 17.219 10_8 1064_4 664_8

10 H35 0_60057 91.7 0 0.0 17219 10.3 1060_1 636_7

ll H36 0.57748 91,7 0 0.0 17219 9_9 1055_8 609_7

12 H37 0.55526 91.7 0 0.0 17119 9_6 1051_5 583_9

13 H38 0_53391 91.7 0 0.0 17219 9.2 1047.2 559_1

14 H39 0.51337 91,7 0 0.0 17.219 8.8 1042_9 535_4

15 H40 0.49363 91.7 0 0.0 17219 8_5 1038_6 5ー2,7

16 H41 0_47464 91.7 0 0.0 17219 8_2 1034_3 490_9

17 H42 0_45639 91.7 0 0.0 17219 7.9 1030_0 470_1

18 H43 0.43883 91.7 0 0.0 17219 7_6 1025.7 450_1

19 H44 0.42196 91.7 0 0.0 17.219 7_3 1021_4 431_0

20 H45 0.40573 91.7 0 0.0 17.219 7_0 1017_1 412_7

21 H46 0.39012 91.7 0 0.0 17.219 6_7 1012.8 395,1

22 H47 0.37512 91.7 0 0.0 17.219 6_5 1008.5 378,3

23 H48 0.36069 91.7 0 0.0 17.219 6_2 1004.2 362,2

24 H49 0.34682 91.7 0 0.0 17.219 6_0 999.9 346.8

25 H50 0.33348 91.7 0 0.0 ー7.2ー9 5_7 995.6 332.0

26 H51 0.32065 91.7 0 0.0 17.219 5,5 991.3 317.9

27 H52 0.30832 91.7 0 0.0 17.219 5,3 987.0 304.3

28 H53 0.29646 91.7 0 0.0 17.219 5_1 982.7 291.3

29 H54 0.28506 91.7 0 0.0 17.219 4.9 978.4 278.9

30 H55 0.27409 91.7 0 0.0 17_219 4,7 974.1 267.0

31 H56 0.26355 91.7 0 0.0 17_219 4.5 969.8 255.6

32 H57 0.25342 91.7 0 0.0 17_219 4.4 965.5 244.7

33 H58 0.24367 91.7 0 0_0 17_219 4.2 961.2 234.2

34 H59 0.23430 91.7 0 0_0 17_219 4.0 956.9 224.2

35 H60 0.22529 91_7 0 0.0 17_219 3.9 952.6 214.6

36 H61 0_21662 91.7 0 0_0 17,219 3.7 948.3 205.4

37 H62 0_20829 91.7 0 0_0 17.219 3.6 944.0 196.6

38 H63 0_20028 91.7 0 0.0 17.219 3.4 939.7 188_2

39 H64 0_19257 91.7 0 0.0 17219 3.3 935_5 180_2

40 H65 0_18517 91.7 0 0.0 17119 3.2 931_2 172_4

41 H66 0_17805 91.7 0 0.0 17.219 3.1 926_9 165_0

42 H67 0,17120 91.7 0 0.0 17.219 2.9 922_6 157.9

43 H68 0.ー646ー 91.7 0 0.0 17.219 2_8 918.3 151,2

44 H69 0.ー5828 91.7 0 0.0 17.219 2.7 914.0 144.7

45 H70 0.15219 9l.7 0 0.0 17_2ー9 2.6 909.7 138.5

46 H71 0.14634 91.7 0 0.0 17_219 2.5 905.4 132.5

47 H72 0.1407ー 91.7 0 0_0 17_219 2.4 901.1 ー26.8

48 H73 0.ー3530 91.7 0 0_0 17.2ー9 2.3 896.8 121.3

49 H74 0.13010 91.7 -360.I -46.8 ー7,2ー9 2.2 892.5 116.1

50 H75 0_12509 91.7 0 0_0 0 0.0 0.0 0.0

拡張便益 3.834

任正便益 8.581

総便益 32.889
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■築川道路道路改築事業 便益項目一覧

(今回再評 価 時 :基 準 年 H22)

補足説明資料

(単位:百万円)

倭益項目 3 時間短縮便益 ※ ･自動車に乗車していなければ､生産活動を行うことによって産み出されるであろう ○ 14,908

価値(資源価値)､または自動車に乗車している時間を､~他の月的に使用できるな
ら支払つてもよいと思う金額(行動価値)○

走行経費減少便益 ※ ･燃料費､オイル費､タイヤ.チューブ費等の減少効果○ ､○ 3,459

事故減少便益 -※ ･人身事故､物損事故､救急や事故処理などに伴う公的損害､及び事故により発 ○ 2,107生する交通渋滞による損失の減少効果○

益 ① 20.474

騒音 ※ ･騒音(dB(A))の道路整備による環境改善効果○ O p 5

地球温暖化 ※ ･地球温暖化(CO2)の道路整備による環境改善効果o ○ _ 4

兄改善便益 10

拡弓歩行の安全性.快適性の向上 ※ ･道圃走行時の快適性の効果. ○ 2,341

災害時の代替路線確保 ※ ･通行危険箇所が解消される効果o LO 1,458
･異常気象時通行不能区間が解消される効果o ×

･大型車すれ違い困難区間が解消される効果○ ×

公共サービスの向上 ･l時間以内で大規模店舗や文化ホール等にアクセスできる価値o 〉く

長便益 3,824

他便益 - ② 3.834

小計 ①+② - 24,308

修正便益 ③ ･所得水準や物価基準といった地域間格差を考慮し､東京を基準(l.0)とした各地 ○ 8,581域別の地域修正係数を乗じたものo

総便益 ①+②+③ 32.889

注)※印の便益項目は､道路供用開始後50年間の効果を､基準年において現在価値化したもの｡



やながわ

築川地区緊急地方道路整備事業 再評価関係資料

1 大規模公共事業 _再評価調書の概要

2 大規模公共事業 再評価調書等

岩手県 県土整備部



大規模公共事業再評価調書の概要

やながわ

(粂川地区 緊急地方道路整備事業)

担当部課 :県土整備部道路建設課

1 事業概要 (路線名等 :主要地方道盛岡大迫東和線､所在市町村 :盛岡市)

○事業目的 :本路線は沿線住民の生活道路として利用されているが､当該区間は､急峻な谷地形の河川沿

いにあり､地形的制約から幅員狭小 ･線形不良となっている｡そのため築川ダム建設事業の

付替道路事業と併せ､交通の陸路の解消､車両通行等の安全性 ･快適性向上を図り､安全で

円滑な交通機能を確保しようとするものである｡

○事業内容 :計画延長 :L=4.9km 計画幅員 :W=6.0m､全体幅員 9.0m

改良工L=2.8km､橋梁工L=0.6km(N=5橋)､トンネル工L=1.5km(N=1箇所)

○事業期間 :平成 14年度～平成26年度 (着手時 :平成 14年度～平成24年度)

○総事業費 :2,560百万円 (着手時 :4,163百万円)

(平成22年度までの投資額 2,484百万円､進捗率97.0%)

2 事業の進捗状況等

○事業期間は､築川ダム建設事業の利水計画変更等に伴う貯水地面積の減少により道路計画の見直しが必

要となったことから､当初の年次計画に沿った事業展開が困難となり､事業の完成年次を平成 24年度

から平成 26年度に2年間延伸している｡しかし､進捗率が 97%となっており､一定期間を要すること

により竣工の見通しがある｡

○貯水池面積の減少により本計画の計画延長の縮小が可能であり､経済性等を考慮し道路計画の見直しを

行う｡

3 社会経済情勢等の状況

O｢いわて県民計画｣において､産業を支える社会資本の整備や安全で安心な暮らしを支える社会資本の

整備を重点的な政策の柱として掲げており､この中で道路整備は､地域産業の競争力の向上を目指し､

工業製品や農林水産物等の物流の円滑化を図る幹線道路ネットワークを構築することや､地域間の交

流 ･連携の基盤となる広域振興圏相互や隣接県を結ぶ道路の整備を推進するとともに､通院 ･通学など

の日常生活を支える道づくりを進めることとしている｡

○評点合計が事業着手時と変わりなく､一万､･専門家の助言を受けながら自然環境等への影響が少ないよ

う積極的に配慮して事業を進めている｡

4 コス ト縮減対策及び代替案

○コス ト縮減対策としては､計画延長の縮小及び歩道の見直しなど､約 7億円のコスト縮減を図ることと

している｡

○代替案については､横田茂川右岸ルートと比較検討したが､経済性等から根田茂川左岸ルー ト案が適当

と判断している｡

○築川ダムの湛水敷の標高により終点位置が決まっていることから､代替案の可能性はない｡

5 総合評価

O｢事業の進捗状況等｣については､事業期間の延伸はあるものの､現在､事業進捗は概ね順調であり､

一定期間を要することにより竣工の見通しが立っている｡なお､事業計画については､梁川ダム建設事

業の貯水池面積の減少により､道路計画の見直しを行う｡

O｢社会情勢等の変化｣については､緊急地方道路整備事業のあり方についての議論や見直しの検討がな

く､評定合計が事業着手時と変わりなく､自然環境等への影響が少ないよう積極的に配慮して事業を進

めており､大きな変化は見られない｡

○以上により､総合評価は ｢要検討｣としたものであるが､､道路計画の見直し等により約 16億円の総事業

費の縮減が図られることから計画変更を行い､｢見直し継続｣とするo

l



様式 5
大規模公共事業 再評価調書

平成22年10月1日作成

事業名 . 壷急地- 路整備苧業 (地域密着型,r⑳ .単可 _担当蔀- F県土警備部道路建設義

路線名等 主要地方道盛岡大迫東和線 地区名 . 鄭 'b l 市町村 L 盛岡市

辛 〔事業根拠法令等 :道路法15条,第56各 〕

(1)事業 目的

･主要地方道盛岡大迫東和線は､盛岡市を起点とし花巻市に至る地域間の連絡道路であり､高規格幹線道路
と一体的に機能する広域的な幹線道路網を定めた ｢岩手県広域道路整備基本計画｣において､ ｢地域形成型
広域道路｣に位置付けられているはか､沿線住民め生活道路として利用さオーているO-
･当該区間は､急峻な谷地形の河川沿いにあり､地形的制約から幅員狭小,線形不良な箇所であり､安全で
円滑な交通の支障となっている○
○整備によって得られる効果
･交通の陸路区間が解消され､通行車輪の安全性 .快適性が向上することにより､安全で円滑な交通機能が
確保される○
･当地域にて計画されている築川ダム建設事業の付替道路事業と一体的に整備することで､効率的かつ効果
的に整備を図るものである○

全体計画延長 :4.9km､車道幅員 :6.0m､全体幅員 :9.0m′

秩 改良延長 :2.8km､橋梁延長 :0ー6km(5橋)､トンネル延長 :1.5km(1箇所)(3)整備 目標等

要 ･すれ違い困難の解消 :L=4.9km

辛莱費 内訳 当初J計画.総事業費 再評価時総事業費A 事 巣 費 の 状 -況 〔百万円〕

社8年～ H2-1年 Ⅱ22年 投資事業費 進捗率

(うち用地費) (うち用地費) B H20年.C D E-B十C+D 財 源 ど-E/A

地方道 (107) (119) (119) (0) (0) (119)

地方 ー1,663 652 652 0 0 652 [票庫 652 100.0%特定 (72) (40) (40) (0) (0) (40卜

合計 4,163 2,560 2,484 0 0 2,484 [買庫 描 .97.0%(179) (159) (159) ･(0) (0) (159)

辛 (1)事業の進捗状況

ア 整備効果の発現状況
･国道106号築川道路の供用に合わせ平成24年に部分供用予定 (全線供用平成26年予定)であるため､
現時点で供用区間はなく整備効果の発現はない○

イ 未着工及び工事遅延等の理 由並びに解決の見通 し
①理由 事業期尚の延伸は､築川ダム建設事業の貯水池面積の減少に伴い道路計画の見直しが必要と
なったことによるo

②解決の見通し(難易度) 現在の進捗率が97%と全線にわたり事業やミ進んでおり､計画に沿って事業を

莱の ■進める見込みである○

③解決までの対応及び期間 今後は計画に沿った事業展開を図り､ヰ成26年度に完成する予定である○
p○中項目評価は､完成予定年度が当初計画時より2年遅れる見込みであるが､一定の期間を要すること

進 】 中項 目評価 ta .(』∴c l
(2)事業計画 の変更の有無及び内容

捗 ･築川ダム建設事業の利水計画の変更等に伴う貯水池面積の減少により､経済性や整備効果の発現を考慮し
道路計画の見直しを行うものである.

状況等 【H14着手時】 【H22再評価時】総事業費 :4,163百万円 総事業費 :計画 : 計画 :･計画延長し=5.5km .計画延･幅員Ⅶ=6.0(12.5)皿 .幅員W･改良工L=3.4km- .改良工2,560百万円長L=4.9k皿=6.~0(9.0)mL=2.8km
･橋梁工L=0.6km(5橋) ･橋梁工L=0.6k皿(5橋)
･トンネル工L=1.5(1箇所) .トンネル工L=1.5km(1箇所)

○中項目評価は､変更内容が 『施工区間』､ 『終点位置』の変更でありその内垂が大幅なことから､

｢C｣ としたo l_中項 目評価 la . b .U I
○中項 目評価が′｢b｣､ ｢C｣であることか ら､大項 目評価を ｢B｣ とした..､
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礼会経済情輿等の変化 (1)事業に関する社会経済情勢

ア 全国の状況
競争力､成長力の確保や地域の活性化のための道路整備が求められており~_､ ｢地域の自立と活力の強

化｣､ ｢安全 .安心の確保｣､.｢環境の保全と豊かな生活環境の創造｣などの政策課題について､重点
的 .効率的に事業を推進することとしている○

イ 本県内の状況
1｢いわて県民計画｣においては､産業を支え-る社会資本の整備や安全で安心な暮らしを支える社会蛮

本の整備を重点的な政策の柱として掲げており､この中で道路整備は､地域産業の競争力の向上を目指
し､I美嚢晶や農林水産物等の物流の円溶化を図る幹線道路ネットワークを構築することや､地域間の

.交流 .連携の基盤となる広域振興圏相互や隣接県を結ぶ道路の整備を推進するとともに､通院 .通学な
･どの日常生活を支える道づくりを進めることとしている○

当該区間は､築川ダムの貯水地区間に含まれる付替道路として､地域間の-連絡道路､沿線住民の生活
道路として確保する必要がある○

○中項目評価は､全国又は本県において､■政策や事業めあり方についての議論や見直しの
嘩討がないことからraJとしたC

(2)事業に関する評価指標の准移

評価指標 配点 事業着手時 今回再評価時増_減(B)-(A)備 考

必要悼 車道等幅員 5 5_ 5 0

(現況6.0m) (現況6.0血)
曲線半径 5 5 5 ･0

(現況15m) (現況15m)
縦断勾配 5 0 0 0

(現況3.8%) (現況3.8粧
歩道設置の必要性 3~ 3 0 -3※1(あり)(なし)

琴雑度 20 0 0(0.07)(0.04)･定時性 20 1 1※2(速度差-0ー4km/h)(速度差8∴5k皿/b)事故率_30 1 1※3(履歴無し)(履歴有り)過疎地域等の振興52 2̀ 0(山村)(山村)
重要性ネットワークの位置付け151_4 ､4 0

(地域形成型広域道路)(地域形成型広域道路)産業振興､生活支援159 9 0※4(2項目)(2項目)

緊負悼関連事業の有無55.′5 0

(あり)(あり)
冠水区間､主要渋滞ポイント､老朽橋､交通不能区間､通行危険箇所等 5̀･5 5 0(あり)㌔(あり)部分供用の有無22 2 0(あり)(あり)10km以内に迂回道路33 3 0(なし)-(なし)効率性費用便益比(B/C)2015 15~0(1.1)(1.1)
熟痩用地取得の進捗状況(着手時は地元協力)32 3 1※5(約50%)(100%)地元要望1212 12 0(あり)(あり)

計 100 72 72 0 (今回再評価時/事業着手時)loo劣

※ 1:利用計画の見直しによる〇 ㌔

※ 2 :秋期旅行速度が36.4km/hから4 5.3km/hヘ増 加したことによる○ (道路交通センサスによる)
※ 3 :履歴有り (38.7件/億台キロ )

※ 4 :林業支援､公共施設アクセス



華A ○ 費用便益分析

費用便益分析手法 :費用便益分析マニュアル (平成20年11月)､道路投賓の評価に関する指針

(塞 ) 第 1緬 (平成10毎6月) 第2編 (平成11年11月) (単位 .百万円)

○(3) 区 分 事業着手時 今回再評価時 ○c lL､環境等

(基準年 :H14) (基準年 :H22)

費用項目 改 築費 3,847 2,,969

維持費 418 250

総 費 用 (C) 4,26_5 3,219

便益項冒 l時間短縮便益 2,808 1,993

l走行経費減少便益 87 137
l事故減少便益 7 ll

3便益 Q) 2,902 2,.141

l環境改善便益 7~ 7
_t拡張便益 1,767 402

その他便益 . (a 1,774 409
小計 (Q)+(a) 4,676 2,550
修正便益 (診 - 901
総便益 (B) a)+(a+(診 4,676 3,451

費 用 便 益 比 (B/C) 1.1 1.1
参考 将来交通量 590台/日(H32) 350台/日(H42)

;琴 ※費用便益分析において地域特性等考慮すべき特記事項･､地域修正係数による修正便益を考慮している○

演 関連する開発プロジェクト等の状況
･築川ダム建設事業 (岩手県 :H4-Il32)

情 ･一般国道106号粂川道路道路改築事業 (岩手県 :H8-H24)
･○中項目評価は､各評価指標の評点の合計が事業着手時の90%以上であることから､､｢a｣とし犬

輿等 l中項目評価｣(a.b .自然環境等の状況及び環境配慮事項

ア 動植物,地形.地質､歴史文化,景観等の状況及び岩手県自然環境保全指針による保全区分 .

の餐 ･岩手県 自然環境保全指針による保全区分 皿∴ 二 二 二 十∴ ≡

化 ･岩手県教育委員会との協議及び現地調査を実施 しながら事業を進めている○
イ 環境配慮事項及び環境等への配慮に要する事業費 _

･築川ダム周辺自然環境検討専門員会へ付議している○

･県環境評価条例に準じて環境影響評価を実施
･築川ダム建設事業と併せて､専門家からなる各種委員会の指導と助言のもと環境調査等を実施
への影響が少なくるよう配慮しながら事業を進めているo

(∋主な助言内容
･施工区域内に確認された希少野生植物について､育成に適した場所に移植を行い､移植後の生育状況を確
認すること○
･工事にあたつては､猛禽類を刺激しないような騒音対策を行うこと○
②対応状況
･専門家の助言を受けながら､希少種の移植やモニタリング調査等を実施○
･工事における騒音 .振動の軽減措置o
･小動物移動路の確保o (斜路付き側溝設置等)

≪その他の環境配慮に要する事業費等≫

･環境調査等 (約22,400千円)
･斜路付き側溝等設置 (約 1,600千円) 合計 約24,000千円

○中項 目評価は､自然環境保全指針の ｢優れた 自然｣の保全区分毎の保全区分に沿って積極的

な対応を していろことから ｢a｣としたo

中項目評価 【カ.b .c l

○中項 目評価がいずれも ｢a｣であることから､大項 目評価を ｢AA｣とした.
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1) コス ト縮減対策の実施状況及び今後の可能性

･橋梁上部工に耐候性鋼材を使用し､ライフサイクルコストを縮減
･新技術の採用によるコスト縮減
(生コン･鉄筋強度の見直し､鋼橋に少数種桁の採用など)

･歩道設置の見直しによるコスト縮減
･事業計画の変更に伴うコスト縮減

(貯水池面積の減少による終点位置の変更など)
･設計基準の見直し等(アスファルト磨耗層廃止等)によるコスト縮減

合計

約 73百万円
約 71百万円

約202百万円
約303百万円

約 7百万円
約656百万円

2)代替案立案の可能性

(∋代替案として考えられる他の事業手法 ･工法の比較検討結果
比較検討したが､次の理由から根田茂川左岸ルートが適当であると判断している｡

･現道拡幅案 ダムの付替道路であるため,現道活用の可能性はない｡
･植田茂川右岸ルート案 左岸ルートと比較して､長大法面や構造物延長が長く､総事業費が

高くなるため経済性に劣る｡
②今後における代替案立案の可能性

築川ダムの湛水敦の標高により終点位置が決まっていることから,代替案の可能性はない｡

(1)総合評価

総合評価
(対応方針案)

事業継続 要 検 討 中 止

着手年度 完了予定年度 事業費(百万円) 投資~事業費(百万円) 進捗率一(%) (1)事業進捗状況 (2)社会経済情勢 参考.

B 進捗状況 計画変更 AA 社会慈済評価指標 自然環境評点B′C
○総合評価 に係るコメン ト

｢事業の進捗状況等｣については､事業期間の延伸はあるものの､現在､事業進捗は概ね順調であり､一
定期間を要することにより竣工の見通しが立っている｡なお､事業計画については､築川ダム建設事業の貯
水池面積の減少により､経済性や整備効果の発現を考慮し道路計画の見直しを行うものである｡

また､ ｢社会経済情勢等の変化｣については､･事業に関する ｢社会情勢等｣､ ｢評価指標の推移｣､ ｢自
然環境等の状況｣に関して特に大きな変化は見られない｡
･以上により､大項目の評価が ｢B｣､ ｢AA｣であることから､総合評価は ｢要検討｣とした｡

(2)要検討､中止の場合の対応
･事業計画の変更については､築川ダム建設事業の利水計画変更等に伴い､貯水池面積が減少したため
従前の計画ルートに比べ道路の延長を縮小することが可能となったものである｡その結果､約16億円の
総事業費の縮減が図られることから計画変更を行い､ ｢見直し継続｣とする｡

※評価対象事業の位置図､計画平面図､標準横断図等を添付のこと｡

5



様式 5
大規模公共事業 再評価調書 (付表)

緊急地方道路整備事業(地域密着型) 補助･単独 担当部課名 県土整備部道路建設課

路線名等 主要地方道盛岡大迫東和線
やながわ
粂川

1 現在までの事業の経緯等

平成 8年度 事業着手

平成10年度 希少野生動植物の生息確認 によるルート変更

平成13年度 コスト縮減の観点から歩道延長の見直し､橋梁工の見直し等の計画変更
平成14年度 緊急地方道路整備事業による事業採択

細野地区等用地買収開始

5号橋下部工工事等工事着手

2費用便益分析の詳細 (算定方法､算出根拠等)

費用便益分析手法 :費用便益分析マニュアル (平成20年 11月)､道路投資の評価 に関す る指≦

(塞)第 1編 (平成10年6月)､第2編 (平成11年 11月) (単位 :百万円)

_区 分 事業着手時 ~再評価時
(基準年 :H14) (基準年 :H22)

用項目 維持費 . 418 250総 費 用 (C) 4,~265 3,219

便益項目 Itl3便 時間短締便益 2,808 1,993

走行経費減少便益 87 137
事故減少便益 7 ll
茶 l Z.9UZl. 2.141

そ♂環境 改 善 便 益 7 7
拡弓圧伸券 1.767 402
)イ也便益 1.rl'(4 4U9

小計 ((1)+(2)) 4.6'(6l Z.bbU-
イ塔正 イ史益 (31 9Ul
稔便 益 J(B) Ll)+L2)+(3) 4.6'lb 3.4bl

費 用 便 益 比 (B/C) 1.1 1.1

(訂改築費:道路建設に要する費用を基準年において現在価値化したもの｡
②維持費:道路の供用開始後50年間における維持管理費を基準年において現在価値化したもの｡
③時間短縮便益:道路の供用開始後50年間における自動車に乗車していなければ､生産活動を行うことによって産
み出されるであろう価値(資源価値)､または自動車に乗車している時間を､他の目的に使用できるなら支払ってもよ
いと思う金額(行動価値)を､基準年において現在価値化したもの｡
④走行経費減少便益:道路の供用開始後50年間における燃料費､オイル費､タイヤ･チューブ費等の減少効果を､
基準年において現在価値化したもの｡
⑤事故減少便益:道路の供用開始後50年間における人身事故､物損事故､救急や事故処理などに伴う公的損害､

及び事故により発生する交通準滞による損失の減少効果を､基準年において現在価値化したもの.
⑥環境改善便益:道路の供用開始後50年間における大気汚染､騒音及び地球温暖化の道路整備による環境改善効
果を､基準年において現在価値化したもの｡
⑦拡張便益:道路の供用開始後50年間における道路走行時の快適性､救急医療や消防等-のアクセス確保による
緊急時に対する安心感などの効果を､基準年において現在価値化したもの｡
⑧修正便益:所得水準や物価基準といった地域間格差を考慮し､東京を基準(1.0)とした各地域別の地域修正係数
を乗じたもの｡
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3環境対策の具体的内容

専門家による各種委員会の指導と助言のもと､環境等への影響が少なくなるよう配慮しながら事
業を進めている｡

築川ダム周辺自然環境検討専門委員会(委員長 吉田勝一岩手大学名誉教授 他8名)

○主な対応
･希少野生植物の移植
･希少野生動植物のモニタリング調査｡
･小動物が脱出可能な斜路付き側溝の設置｡
･動物が道路を安全に横断できるボックスカルバー トの設置｡
･在来種が自生しやすい種子を使用した法面緑化を行い､周辺環境との調和に努める｡
･地形改変が極力最小限となるように､主に構造物 (トンネル､橋梁等)で道路を計画｡
･工事車両による道路及び河川汚濁を防止するため､各現場にタイヤ洗浄装置及び沈砂池を設置｡

･排ガス対策及び低騒音型建設機械の使用を基本とする｡
･再生資材の使用 (砕石 ･アスファル ト合材)

築川ダム周辺環境整備検討委員会(委員長 安藤昭岩手大学教授(H13当時)他22名)

○主な対応
･ダム湖周辺の利活用に関する周辺環境整備基本計画を策定｡
･景観形成検討部会の設置｡

築川ダム周辺環境整備検討委員会 景観形成検討部会(部会長 安藤昭岩手大学教授(H13当時)他4名)
○主な対応
･周辺の景観との調和に配慮した施設計画に努める｡
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兼用対効果計算書

£̀ -̀ZrRJI■チと̀I) 年次 岡大迫丈現在価値割引率 知 抜GDPデフレ一夕 地区名:斐川費用 単位 :百万円便益建設費 維持管理費 便益頬 現在価価
費用 現在価価 費用 現在価価

-17 H8 1.73168 102.8 130 201_5 0 0_0 0_0 0.0
-16 H9 1.66507 102.3 64 94.1 0 0.0 0_0 0.0
-15 H10 l.60103 103.3 62 88_0 0 0_0 0.0 0.0
-14 Hll 1.53945 102.8 62 86_3 0 0_0 0_0 0.0
-13 H12 一.48024 10一.3 62 84_3 0 0_0 0.0 0_0
-12 H13 1.42331 99.7 171 227_4 0 0_0 0.0 0_0
-ll H14 1_36857 98_4 376 488_6 0 0_0 0.0 0_0
-10 H15 1.31593 96r6 478 604_2 0 0_0 0.0 0_0
-9 H16 116532 95_4 267 328_4 0 0.0 0.0 0_0
-8 H17 121665 94_4 288 344_3 0 0_0 0.0 0_0
-7 H18 1.16986 93_2 278 321_9 0 0_0 0.0 0_0
-6 H19 1.12486 92_5 50 56_5 0 0.0 0.0 0_0
-5 H20 1.08160 91_7 0 0.0 0 0_0 0.0 0_0
-4 H21 1.04000 91_7 0 0.0 0 0.0 0.0 0_0
-3 H22 1.00000 91.7 0 0.0 0 0.0 0.0 0.0
-2 H23 0.96154 91_7 0 0.0 0 0.0 0.0 0.0
-1 H24 0.92456 91.7 19 17.6 0 0.0 0.0 0.0
0 H25 0.88900 91.7 ー9 16.9 12.593 ll.2 115.4 102.6

1 H26 0_85480 91.7 35 29.7 12.6 10.8 114.9 98.2

2 H27 0_82193 91.7 0 0.0 12.6 10.4 114.4 94.0

3 H28 0_79031 91.7 0 0.0 ー2.6 10.0 114_0 90.1

4 H29 0_75992 91.7 0 0.0 12.6 9.6 113.6 86.3

5 H30 0_73069 91.7 0 0.0 12_6 9.2 113.1 82.6

6 H31 0_70259 91_7 0 0.0 12.6 8.8 112.6 79.1

7 H32 0ー67556 91.7 0 0.0 12_6 8.5 1122 75.8

8 H33 0.64958 91.7 0 0.0 12.6 8.2 111ー8 72.6

9 H34 0.62460 9一.7 0 0.0 12.6 7.9 111.3 69.5

10 H35 0.6∝)57 9一.7 0 0ー0 12.6 7.6 110.9 66.6

ll H36 0.57748 91.7 0 0ー0 12.6 7.3 110_5 63.8

12 H37 0.55526 91.7 0 0.0 12.6 7.0 109.9 61.0

13 H38 0.53391 91.7 0 0ー0 12.6 6.7 109.5 58.5

14 H39 0.51337 91.7 0 0_0 12.6 6.5 109_1 56.0

15 H40 0.49363 91.7 0 0.0 12.6 6.2 108_6 53.6

16 H41 0.47464 91.7 0 0_0 12.6 6_0 108_2 51.4

17 H42 0.45639 91.7 0 0_0 12ー6 5_7 107_7 49.2

18 H43 0_43883 91.7 0 0_0 12_6 5_5 107_3 47.1

19 H44 0_42196 91.7 0 0ー0 12_6 5_3 106_8 45.1

20 H45 0_40573 91.7 0 0_0 12_6 5_1 lO6_4 43.2

21 H46 0.39012 91.7 0 0_0 12.6 4_9 105.9 41.3

22 H47 0_37512 91.7 0 0.0 12ー6 4_7 105.4 39.5

23 H48 0_36069 91.7 0 0.0 12_6 4_5 105.0 37.9

24 H49 034682 91.7 0 0.0 12_6 4_4 104.6 36.3

25 H50 0.33348 91.7 0 0.0 12.6 4.2 104.1 34.7

26 H51 032065 91.7 0 0.0 12.6 4.0 103.7 33.3

27 H52 0.30832 91.7 0 0.0 ー2.6 3.9 1031 31.8

28 H53 029646 9一.7 0 0.0 12.6 3.7 102_8 30.5

29 H54 018506 91.7 0 0.0 12.6 3.6 102_3 29.2

30 H55 017409 91_7 0 0.0 12.6 3_5 101.9 27.9

31 H56 016355 91_7 0 0.0 12.6 3_3 101_4 26.7

32 H57 025342 91_7 0 0.0 12.6 3_2 101.0 25_6

33 H58 014367 91_7 0 0.0 12.6 3_1 100.5 24.5

34 H59 013430 91_7 0 0.0 12.6 3_0 100.1 23.5

35 H60 012529 91,7 0 0.0 12.6 2_8 99.6 22.4

36 H61 011662 91,7 0 0.0 12.6 2_7 992 21.5

37 H62 010829 91.7 0 0.0 12.6 2.6 98.8 20.6

38 H63 020028 91.7 0 0.0 12.6 2.5 98ー3 19.7

39 H64 0.19257 91.7 0 0.0 12.6 2.4 97_8 18.8

40 H65 0_18517 91.7 0 0.0 12.6 2.3 97_4 18.0

41 H66 0.17805 91_7 0 0.0 12.6 2.2 96_9 17.3

42 H67 0.17120 91_7 0 0.0 12.6 2_2 96_5 16.5

43 H68 0_16461 91_7 0 0.0 12.6 2_1 96_0 15.8

44 H69 0_15828 91_7 0 0.0 12.6 2_0 95ー6 15.1

45 H70 015219 91.7 0 0.0 12ー6 1_9 95一一 14.5

46 H71 0.14634 91.7 0 0.0 12.6 1_8 94.7 13.9

47 H72 0.ー4071 91.7 0 0.0 ー2.6 1.8 94.3 13.3

48 H73 0.13530 91.7 0 0.0 12.6 1.7 93ー8 12.7

49 H74 0ー13010 91.7 -159 -20.7 12.6 1.6 93_3 12.1

50 H75 0_12509 91.7 0 0.0 0.0 0_0 0_0 0.0
51 H76 0_12028 91.7 0 0.0 0 0_0 0_0 0.0

2.200 2.969 630 250 5117 2.ー41

JLt=.t 409

催正伸益 901

投手暮費C 3,219百万円 B/C= 11
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■梁川地区緊急地方道路整備事業 便益項目一覧

(今回再評価時:基準年H22)

補足説明資料

(単位:百万円)

区分 概要 今回該当 金額

痩益項目 3 時間短縮便益 琴 ･自動車に乗車していなければ､生産活動を行うことによって産み出されるであろう (⊃ 1,993

価値(資源価値)､または自動車に乗車している時間を二他の目的に使用できるな

ら支払つてもよいと思う金額(行動価値)o

走行経費減少便益 ※ ･燃料費､オイル費､タイヤ.チューブ費等の減少効果O ○ 137

事故減少便益 ※ t人身事故､物損事故､救急や事故処理などに伴う公的損害､及び事故により発 ○ ■11生する交通渋滞による損失の減少効果o

益 . ① 2,141

そ 堤 大気汚染 ※ ･大気汚染 (NOx)の遍路警備による環境歌書効果o ○ 1

騒音 ※ ･琴音(dB(A))の道路整備による環境改善効果o ○ 5

地球温暖化 ※ ･地球温暖化(CO2)の道路整備による環境改善効果o ○ ･1

境改善便益 7

拡弓歩行の安全性.快適性の向上 ※ i通路走行時の快適性の効果o ×

災害時の代替路線確保 ※ ･通行危険箇所が解消される効果○ ○ 113
･異常気象時通行不能区間が解消される効果o ○ 135

･大型車すれ違い困難区甲が解消される効果O ○ 138

公共サービスの■向上 ･1時間以内で大現模店舗や文化ホール等にアクセスできる価値. ×

･30分以内で救急病院や消防署にアクセスできる価値O ○ 16

長便益 402

他便益 ② 409

小計 ①+② 2,550

修正便益 ､.③ ･所得水準や物価基準といった地域間格差を考慮し､東京を基準(1.0)とした各地 ○ 901
域別の地域修正係数を乗じたものo

注)※印の便益項削ま､道路供用開始後50年間の効果を､基準年において現在価値化したもの.





平成 22年度第6回岩手県大規模事業評価専門委員会

現地調査資料

1 日 時

平成 22年 10月 25日 (月) 13:00-16:00

2 内 容

平成 22年度大規模事業再評価事業に係る現地調査

3 現地調査対象事業
やながわ

(1) 粂川ダム建設事業<盛岡市>
やながわ

(2) 薬用道路道路改築事業<盛岡市>
やながわ

(3) 薬用地区緊急地方道路整備事業<盛岡市>

4 現地調査行程

別紙のとおり

■ 資料一覧

○現地調査行程表

○現地調査箇所位置図

○実施状況図等
やながわ

･薬用ダム建設事業<盛岡市>
やながわ

･築川道路道路改築事業<盛岡市>
やながわ

･薬用地区緊急地方道路整備事業<盛岡市>



Jlij

｢ノ

平成22年度大規模事業評価専門委員会 現地調査行程表

○開催日:平成22年1､0月25日(月) 13:00-16:00

0対象事業
建設事業<盛岡市>

梁川道路道路改築事業<盛岡市>
築川地区衰急地方道路整備事業<盛岡市>

○行程

★受付

0:10 調査時間 0:05

★受付 ※車中

調査時間 0:00 調査時間 0:15 調査時間 0:00 調査時間 0:00

※車中

0:05 調査時間 0:05 調査時間 0:00

※車中 ､

※公用車(バス)等を駐車し降車して調査を行った場合､現道の交通に支障を生じさせる可能性がある､もしくは危険
であると考えられる場所については､車中(バス)からの調査としています｡また､時間は現時点での目安であり､交通
状況等により変更になる場合があります｡

2
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粂川ダム事業計画概要図
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道路改 業 築川道路 実施状況図
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緊 急 地 方 道 路 整 備 事 業 築 川 地 区 実 施 状 況 図
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参考資料No.1

国 土

岩手県知事

達増 拓也 殿

国 河 計 訴 第 6 号

平成 22年 9月 28日

臣

澄

大

淵

通

属

衣

ダム事業の検証に係る検討について

貴職におかれましては､下記のダム事業について検証に係る検討を行 う

よう要請いたします｡

なお､このたびの検証に当たっては､事業の再評価の枠組みを活用する

こととします｡その詳細については別途通知 します｡

記

(事業名) (施設名)

･簸川ダム 築州ダム

･津付ダム 経付ダム



国 河 計 調 第 7 号

平成 22年 9月 28日

国土交通省

岩手県知事 殿

ダム事業の検証に係る検討に関する再評価実施要領細目の策定について

ダム事業の検証に係る検討に関しては､平成22年 9月 28日付 ｢ダム

事業の検証に係る検討について｣により国土交通大臣から要請していますが､

詳細について､ ｢ダム事菜の検証に係る検討に関する再評価実施要領細 目｣

を別添のとお り定めましたので通知します｡

貴職におかれましては､本細目に.基づき､ダム事業の検証に係る検討を

行 うよう要請いたします｡



参考資料ND.2

平成 22年度大規模事業評価専門委員会の審 議 スケ ジュールについて

【(随時)再評価】ダム関連事業

①襲用ダム建設事業

②築川道路改築事業 (付替国道)

※津付ダム建設事業は､国から検証要請があった時点で昨年度の答申の付帯意見に基づき随時再評価の要否につい

て専門委員会の意見を聴き､対応を検討することになっています｡

※随時再評価の必要が生じた事業があった場合には､上記案件以外にも審議をお願いすることがあります｡

現時点での予定であ り､国か らのダム検証要請内容によっては変更 となる場合もあ ります｡

u:.:i.～.は<野-:.:.メ:…:--A.::.ド..紘,i......R.ト.:. i+汁

+ ≡ …∋ +++

:9月21日 (火) 第 5回 審議不ケジュールの概要説明

-9月28日 (火)_ ダムの検証の検討の要請

10月4日_(月) 諮問 (随時再評価) ○ ○

10月25日 (月) 第 6甲 諮問審議 (午前)現地調李 (午後) ○ ○ 1 -

11月4日 (木) 第 7回 継続審議 ○ ○

11月 15日 (月) 第 8回 継続審議答申案検討 (付替道路) ○ ○ ○ 匝司 *厘卦

12月 10日 (金) 第 9回 継続審議 ○ ○

平成 23年1月31日 (月) 第 10回 継続審議 ○ ○ 困

※1 ｢県｣は県の評価基準､｢国｣は国の評価基準 (国の検証要請内容)により審議等を行 うもの

※2 県の評価基準による梁川ダム及び付替道路 (国道､県道)のパブリックコメントは 10月上旬～11月上旬 (1カ月

程度)､国の評価基準による検証結果のパブリックコメン トは 11月中旬～12月中旬 (1カ月程度)を予定Dパブリッ

クコメントの報告時期は現時点での予定となっています｡

★ダム関連事業の再評価の進め方

【随時再評価として諮問 ･審議】

･ 今年度､再評価を行 う必要がある築川ダム建設事業は､国のダム検証要請の内容 (評価軸等)に沿った評価の結

果も含めて審議を進めていく必要があることから随時再評価として諮問する｡今年度､再評価を行 う付替道路は､

ダム関連事業としてダム本体と一体で審議を進める必要があることから同様に随時再評価の取扱いとする｡

【県の評価基準のほか､国からの検証要請内容 (中間とりまとめ)も踏まえ審議】

･ 中間とりまとめ案では､ダム検証結果について専門委員会の意見を嘩くこととなっているため､審議は県の評価

基準と一体的に進めていくものの､評価調書の中では県の評価結果と (混在させず)分けて整理する｡

･ 国から今年度末までに粂川ダム建設事業の再評価について､県の対応方針を報告するよう求められている｡県と

しては､概ね来年 2月頃に答申内容及びダム検証の結果に対する意見についてまとめる方針であるが､現時点で国

からのダム検証要請の目途が立たないことから､県基準の評価を先行し､ダム検証結果については国から要請があ

り~次第､検証結果が整理きれた時点で､速やかに付表として追加し審議 していくD

･ 国の評価軸等のうち､県の評価基準と関係のある評価項目については､国の評価軸による検証結果によっては､

県の評価結果に影響が及ぶ可能性があることから､その影響も含めて専門委員会の中で審議を進めていく｡



参考資料No.3

大規模公共事業の再評価に係る評価基準

1 大規模公共事業の評価 に係 る事業別評価指標及び配点 ･･･3

評価対象事業 :河川総合開発事業 (多 目的ダム)

道路改築事業 (ネ ッ トワー ク形成型)

緊急地方道路整備事業 (地域密着型)

2 大規模事業評価再評価 にあたっての判定基準 ････6



大規模公共事業の評価に係る評価基準について

｢大規模事業評価実施要領 (平成 16年 2月 18日制定)｣第 4の規定に基づき大規模公共事業

の評価に係る評価基準を次のとお り定める｡

1 大規模公共事業の評価に係る事業別評価指標及び配点 (別記 1)

別紙のとおり

(平成 16年 2月 18日制定)

(平成 16年 11月 18日一部改正､一部新規制定)

(平成 17年 4月 1日一部改正)

(平成 18年 3月 20日一部改正､平成 18年 4月 1日から施行)

(平成 19年 1月 17日一部改正)

(平成 19年 3月 22日一部改正)

(平成 19年 5月 30日一部改正)

(平成 19年 11月 7日一部改正)

(平成 20年 3月 19日一部改正)

(平成 21年 4月 1日一部改正)

(平成 21年 11月 9日一部改正)

(平成 22年 3月 25日一部改正､平成 22年 4月 1日から施行)

なお､対象となる事業は下記のとおり

【農林水産部所管】

(1) かんがい排水事業､農業用水再編対策事業

(2) ほ場整備事業

(3) 広域営農団地農道整備事業

(4) 広域漁港整備事業

(5) 海岸高潮対策事業 (農村振興局､水産庁)

【県土整備部所管】

(1) 道路改築事業 (ネットワーク形成型)緊急地方道路整備事業 (ネットワーク形成型)､

物流支援交流促進道路整備事業 (ネットワーク形成型)

(2) 道路改築事業 (地域密着型)､
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緊急地方道路整備事業 (地域密着型)事業 (地域密着型)

市町村道整備代行事業､緊急地方道路整備事業 (代行)

広域河川改修事業､総合流域防災事業 (河川)

海岸高潮対策事業 (河川局､港湾局)､三陸高潮対策事業

河川総合開発事業 (多目的ダム)

河川総合開発事業 (治水ダム)

河川総合開発事業 (治水専用ダム)

街路事業､緊急地方道路整備事業 (街路)

広域公園整備事業

流域下水道事業

港湾改修事業

港湾環境整備事業

空港整備事業

地方特定道路整備



2 大規模公共事業再評価にあたっての判定基準 (別記2)

別紙のとお り

(平成 16年 2月 18日制定)

(平成 18年 3月 23日一部改正､平成 18年 4月 1日から施行)

3 大規模公共事業継続評価にあたっての判定基準 (別記3)

別紙のとお り (平成 16年 11月 18日制定)



大規模公共事業の評価に係る事業別評価指標及び配点 県土整備部(河川)

対象事業 ･河川総合開発事業 (多目的ダム)

評価項 目 評価指標 区 分 配点 備 考

必 要 性 治 (1)治水 ･400億円以上 10

(40点) 被害軽減額 ･300億円以上 400億円未満 8

(10点) ･200億円以上 300億円未満･100億円以上 200億円未満･50億円以上 100億円未満･50億円未満 6420
(2)治水 ･5,000人以上 10

氾濫区域内人口 - 13,000人以上 5.000人未満 8

(3)治水 ･1.000億円以上 -10
氾濫区域内資産額 ･ 500億円以上 1,000億円未満 8

(10点) ･ 250億円以上 500億円未満･ 250億円未満 60

刺 (4)利水 ･200万m3以上 5

不特定容量 ､(5点) ･200万m3未満 3

(5)利水 ･400万m3以上 5

水 新規容量 ･300万m3以上 400万m3未満 4

(5点) ･200万m3以上 300万m3未満･100万m3以上 200万m3未満･100万m3未満 321

重 要 催 (1)総合計画上位置付け 一あり 5
(5点) (5点) ･なし 0

緊 急 性 治 (1)治水 ･10億円以上 5

(15点) 過去10年間の水害被害実績 ･5億円以上 10億円未満 4

(5点) ･1億円以上 5億円未満･5千万円以上 1億円未満･5千万円未満･無 3210

(2)--̂フ ･3回以上 3
水 ′⊂:l過去10年間の被災回数 L2回 2

(3点) ･1回･無 10

(3)治水 ･50%未満 2 ヽ
流下能力比(2点) ･50%以上 1

刺水 (4)利水 ･10年未満 5逼迫年数(5点) ･10年以上 3

効 率 性 ごJ▲ノロ水 (1)治水 ･2.5≦B/C 20

(25点) ~費用便益比(B/C) ･2.0≦B/C<2一5 18

(20点) ･1.5≦B/C<2.0･1.0≦B/C<1.5･B/C<1_0 16140

刺水 (2)利水 ･100億円/m3/S未満 5

昆昆発単価 ･100億円/m3/S以上 150億円′m3/S未満 4

(5点) ･150億円/m3/S以上-200億円/m3/S未満･200億円/m3/S以上 300億円/m3/S未満･300億円/m3/S以上 321

熟 度 (1)地元の協力度 ･全面賛成 10 一部の判断は､ダム建設そのものに反
(15点) (10点) ･一部賛成.一部反対 5 対している家屋移転予定者が一戸でもあ

･全面反対 0 る場合とするo

(2)事業区分 ･建設段階 . 2 ー

(2点) ･実施調査段階･予備調査段階 10

(3)用地補償 ･用地補償完了 3

(3点) ･補償基準妥結済･補償基準交渉中 20

3



大規模公共事業の評価に係る事業別評価指標及び配点 県土整備部(道路)

対象事業 _.道路改築事業(ネットワ-ク形成型)､ .緊急地方道路整備事業 (ネットワ-ク形成型)､ .物洗支援交流促進道路整備事
業(ネットワーク形成型)

評価項 目 評価指標 ′ 区 分 配点 / 鹿 考

必 要 性 (1)車道等幅員 ･現･現･現･現 兄幅員<規定値-2m 5 ･車道等幅員は､車道+路肩幅員とする(30点) (5点) 況幅員<規定値-1m況幅員<規定値況幅員≧規定値 430 ･規定値は､道路構造令!二よるo

(2)曲線半径 ･現･現t現･現 兄半径<-10km′h縮小値 5 ･曲線半径は最小曲線半径とするo(5点) 半径<-10km/h規定値半径<規定値半径≧規定値 _ 430 ･縮小値､規定値は道路構造令による.

(3)縦断勾配 ･現･現■･現 勾配>-10km′h特例値 5 ･勾配は最急縦断勾配とするd(5点) 兄勾配>-10km/h規定値勾配>規定値兄勾配≦規定値 430 ･規定値､特例値は道路構造令による○

(4)歩道設置の必要性 下言己項目に､ 30

(3点) ･,1項目以上該当･該当なし･周辺に駅､商業施設､公共施設など人の集まる施設がある･人家達担地区である.･通園.通学路に指定または指定の見込みがある･将来の開発計画がある･前後区間の歩道設置状況から歩道の連続性の確保が必要である

(5)混雑度 ･現況混雑度≧1.0 - 2 道路交通センサス
(2点) ･現況混雑度<1.0 0

(6)定時性 . ･10km/h以上 2 ･定時性は､道路交通センサスまたは実
(2点) ･5km/h以上10km/h未満 1 測の旅行速度(秋)-旅行速度(冬)によ

･5km/h未満 0り求める○

(7)事故率 ･50件′億台キロ以上 3 ･過去3カ年の人身事故を対象とする

(3点) ･履歴あり 一･履歴なし. 10

(8)過疎地域等の振興 ･過疎市町村かつ山村振興地域 5

(5点) ･準過疎市町村かつ山村振興地域･過疎市町村 _･準過疎市町村または山村振興地域･上記以外の地域 4320

重 要 仕 (1)ネットワークの位置付け ･地域高規格道路､交涜促進型広域道路､ 151293(30点) (15点) 高規格幹線道路と一休となった道路整備･緊急輸送道路かつ地域形成型広域道路､広域振興圏間を結ぶ路線･広域振興圏内の主要都市を結ぶ路琴･その他路線

(2)産業振興､生活支援 下記項目に 151290

(15点) ･4項目以上該当･3項目該当_.2項目該当･1項目該当､該当無し産業振興･物涜支援 .農業支援 ∴林業支援 .水産業支援･製造業支援 .観光支援生活支援･救急医療アクセス向上 .公共施設アクセス向上･交通拠点アクセス向上 .通園通学路の安全性向上･地域の合意に基づくローカルスタンダード整備･峠道などの冬期の安全性､走行性確保･県際道路

緊 急 性 (1)関連事業の有無 ･あり 5
(15点)- (5点) ･なし 0

(2)冠水区間､主要渋滞ポイント､ ･あり 5 ～.通行危険箇所とは､落石対策.震災対

老朽橋､交通不能区間､通行危険箇所等 (5点) ･なし 0 策.交通障害箇所(道路規格の不連続.建築限界不足など)とする○

(3)10Km以内に迂回道路 ･なし 5
(5点) ･あり 0

効 率 性 (1)費用便益比(B/C) ･5.0≦B/C 20 ･地域修正係数を考慮する

(20点) (20点) ･2.0≦8′Cく5.0･1.0≦B/Cく2.0･B/Cく1.0 18150

熟 度 (1)用地取得の進捗状況 ･60%以上 3 ･用地費ベース
(5点) (3点) ･30%以上60%未満 2 (事前評価では｢用地取得の進捗状況｣

･Oを越え30%未満･0% 10 を｢地元の協力｣に読み替える)

(2)地元要望 ･あり 2
(2点) ･なし 0

計(100点)



大規模公共事業の評価に係る事業別評価指標及び配点 県土整備部(道路)

対象事業 ･道路改築事業(地域密着型)､ .緊急地方道路整備事業(地域密着型)､ .地方特定道路整備事業(地域密着型)

評価項 目 評価指標 区 分 配点 備 考

必 要 ~性 (1)車道等幅員 ･現･現･現･現 兄幅員<規定値-2m 5 ･車道等幅員は､車道+路肩幅員とする(30点) (5点) 兄幅員<規定値-1m兄幅員<規定値兄幅員≧規定L直 430 ･規定値は､道路構造令による○

(2)曲線半径 ･現･現･現･現 兄半径<一一Okm/h縮小値 5 ･曲線半径は最小曲線半径とするO(5点) 兄半径<-10km/h規定値兄半径<規定値兄半径≧規定値 430 ･縮小値､規定値は道路構造令による○

(3)縦断勾配 ･現･現･現･現 兄勾配>-10km/h特例値 5 ･勾配は最急縦断勾配とする○(5点) 兄勾配>-10km/h規定値勾配>規定値兄勾配≦規定値 430 ･規定値､特例値は道路構造令による凸

(4)歩道設置の必要性 下言己項目に､ 30

(3点) ･1項目以上該当･該 当なし･周辺に駅｣商業施設､公共施設など人の集まる .施設がある･人家連担地区であるt通園.通学路に指定または指定の見込みがある･将来の開発計画がある･前後区間の歩道設置状況から歩道の連続性の確保が必要である

(5)混雑度 ･現況混雑度≧1.0 2 道路交通センサス
(2点) ･現況混雑度<1.0 0

(6)定時性 ･10km/h以上 2 ･定時性は､道路交通センサスまたは実
(2点) ･5km/h以上10km/h未満 1 測の旅行速度(秩)-旅行速度(冬)によ

･5km/h未満 0り求める○

(7)事故率 ･50件/億台キロ以上 3 ･過去3カ年の人身事故を対象とする

(3点) 一履歴あり･履歴なし 10

(8)過疎地域等の振興 ･過疎市町村かつ山村振興地域 5

(5点) ー準過疎市町村かつ山村振興地域･過疎市町村･準過疎市町村または山村振興地域･上記以外の地域 432 .0

重 要 性 (1)ネットワークの位置付け ･交流促進型広域道路､高規格幹線道路と一体となった 5432

(20点) (5点) 道路整備､緊急輸送道路かつ地域形成型広域道路､広域振興圏間を結ぶ路線一上記以外の地域形成型広域道路または緊急輸送道路､広域振興国内の主要都市を結ぶ路線L広域振興圏内ゐ主要都市-のアクセス道路､広域振興圏内の主要都市周辺の環状道路､市町村合併支援道路･その他路線

(2)産業振興､生活支援 下言己項目に 151290

(15点) ･4項目以上該当･3項目該当･2項目該当･1項目該当､該当無し産業振興 一･物涜支援 t農業支援 .林業支援 t水産業支援･製造業支援 .観光支援生活支援･救急医療アクセス向上 .公共施設アクセス向上･交通拠点アクセス向上 .通園通学路の安全性向上..地域の合意に基づくローカルスタンダード整備･峠道などの冬期の安全性､走行性確保･県際道路

緊 急 性 (1)関連事業の有無 ･あり 5

(15点) (5点) ･なし 0

(2)冠水区間､主要渋滞ポイント､ ･あり 5 ･通行危険箇所とは､落石対策-震災対

老朽橋､交通不能区間､通行危険箇所等 (5点) ･なし 0 策.交通障害箇所(道路規格の不連続.建築限界不足など)とするo

(3)部分供用の有無 ･あり 2

(2点) ･なし 0

(4)10Km以内に迂回道路 ･なし 3

(3点) ･あり 0

効 率 性 (1)費用便益比(B/C) ･5.0≦B/C 20 ･地域修正係数を考慮する

(20点) (20点) ･2.0≦B/Cく5.0･1.0≦B/Cく2.0･B/C<1.0 18150

熟 度 (1)用地取得の進捗状況 ･60%以上 3 ･用地費ベース
(15点) (3点) ･30%以上60%未満 2 _(事前評価では｢用地取得の進捗状況｣

･Oを越え30%未満･0% 10 を｢地元の協力｣に読み替える)

(2)地元要望 ･あり 12
(12点) ･なし 0

計(100点) J



別記 2

大規模公共事業再評価 にあた っての判定基準

1 事業の進捗状況等

以下の判定基準に基づき ｢事業の進捗状況等｣に係る中項目評価を行い､その結果を踏まえて大

項目評価を行 う｡

+

AA ･中項 目がいずれ も a評価 となっているもの (1)事業の進捗状況
a:事業の進捗は順調であり､計画どおり確実な竣工が見込まれるもの

A~ ･中項 目が a評価 とb評価で構成されている b:事業を阻害する要因はある~が､一定の期間等を要することによ､り解

もの 決できる見通しがあり､竣土の見通しがあるもの

BB ･中項 目がいずれも b評価 となっているもの . C':事業を阻害する要因の難易度が高く､現時点では事業進捗の見通しが立たないもの

B ･事業計画の変更の有無及び内容が C評価のもの -(Cのものを除 く)
(2)事業計画の変更の有無及び内容

a :事業計画の変更がないもの

C ･事業の進捗状況が C評価であるもの (事業計画の変更の有無についての評価は問わない)

b:事業計画の変更はあるが､その内容が大幅 (※)でないもの

※ 事業計画の変更でその内容が大幅なものの例

･施工区間､施工区域､施工位置の変更 (事例 :事業地区の起終点やルー トの変更)

･主要な工事内容の変更 (事例 :切土盛土計画を トンネルや橋梁に変更)

2 社会経済情勢等の変化

以下の判定基準に基づき ｢社会経済情勢等の変化｣に係る中項目評価を行い､その結果を踏まえ

て大項目評価を行 う｡

AA ･中項 目がいずれもa評価 となっているもの (1)事業に関する社会経済情勢

a :全国又は本県において､政策や事業のあり方についての議論や見直

しの検討がないものo

b :全国的に､政策や事業のあり方について見直しの検討があるもの○

C:本県内又は施工地域において､政策や事業のあり方についての議論

A ･中項 目が a評価と b評価で構成 されているもの や見直しの検討があるもの
(2)事業に関する評価指標の推移

a :各評価指標の評点の合計が､事業着手時の 90%以上のもの

b:各評価指標の評点の合計が 事業着手時の80%以上90%未満のもの

B ･AA､A､C評価以外のもの C :各評価指標の評点の合計が､事業着手時の80%未満のもの､又は
B/Cが 1未満 (住宅建設は0.5未満)となっているもの等があるもの

(注 :再々評価の場合は､事業着手時を再評価時と読み替えることo)

(3)自然環境等の状況及び環境配慮事項

C ･中項 目がいずれ もC評価 となっているもの

a:自然環境保全指針の ｢優れた自然｣の保全区分毎の保全方向に沿つ

て積極的な対応をしているもの

b:自然環境保全指針の ｢優れた自然｣の保全区分毎の保全方向に沿つ

た対応をしているもの

C:自然環境保全指針の ｢優れた自然｣の保全区分毎の保全方向に沿つ
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3 総合評価

｢1 事業の進捗状況等｣及び ｢2 社会経済情勢等の変化｣の 2つの大項 目評価の結果を受

けて､以下の判定基準に基づき総合評価を行 う｡

Hi

◆- +

事業継続 ･2つの大項目の評価がそれぞれAA又はA若しくはBBである場合

要 検 討 ･事業継続､中止の評価以外の場合※ ｢事業継続｣｢見直し継続｣｢休止｣｢中止｣の検討方針案を選択するo

注)国土交通省所管の補助事業の場合は休止の選択はないものとするo

中 止 ･事業の進捗状況等の評価にかかわらず､社会経済情勢等の変化がC評価

【参考】大規模公共事業再評価にあたっての判定基準の組み合わせ

1 事業の進捗状況等

2 社会経済情勢等の変化

中項目評価の組み合わせ . ~大項目評価(1)事業に関する社会経済情勢
(2)事業に関する評価指標の推移
(3)自然環境等の状況及び環境配慮事項

aaa AA

a.ab､abb

1 事業の進捗状況等

AA A､ BB B C

2. 社 会経済情勢 等 の変化 AA 事業継続 事業継続 -

A､ 事業継続 事業継続 . -

B
､C 隈閉
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